
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区の環境 
 

～令和元年度 大田区環境基本計画（後期）に基づく実績報告～ 

 

 

大田区 

資料５ 
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環境基本計画（後期）重点プロジェクトの取組内容(令和元年度・

令和２年度)及び評価(令和元年度) 
 

重点プロジェクトとは 

大田区の目指す将来の環境像「環境と生活・産業の好循環を礎とした持続可能で快適な都市（ま

ち）の実現」に向け、区民等、事業者及び区の連携のもとで、重点的かつ優先的な具体展開を図

っていくべき主要な施策・事業を「重点プロジェクト」として選定しています。 

 

 

資料説明 

【重点プロジェクトの取組み内容と評価】 

○令和元年度の取組内容とその評価を記載しております。 

○評価に関しては、以下の基準に基づきます。 

 

 「大田区環境基本計画重点プロジェクト 評価の基準」 

 Ａ・・・・・計画以上の進捗があった 

 Ｂ・・・・・計画どおりの進捗があった 

 Ｃ・・・・・一部進捗した 

 Ｄ・・・・・進捗しなかった 
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【重点プロジェクト 一覧】 

重点プロジェクトＡ 産業分野の取組みを推進するための主体間連携の強化や新たな仕組み

の整備 
評価 

（１）事業者・行政の連携強化 ① 環境配慮行動の促進 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

② 事業者・行政の連携強化 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

 

重点プロジェクトＢ 沿道環境の保全対策 評価 

（１）騒音・振動対策の推進 ① 自動車騒音・振動調査 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

（２）大気環境の保全対策の推進 

 

 

① 大気汚染調査 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

② 都市計画道路の整備 
Ｂ 

＜担当部＞都市基盤整備部、まちづくり推進部 

 

重点プロジェクトＣ 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 評価 

（１）区有施設への積極導入 ① 区有施設への再生可能エネルギー設備等の導入、エ

ネルギーの効率化・最適化設備の利用促進 Ｂ 

＜担当部＞企画経営部、都市基盤整備部、環境清掃部 

（２）区民等・事業者の導入の支援 ① 再生可能エネルギー等の普及促進 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

② 大規模開発時における再生可能エネルギーの導入

促進 Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

（３）次世代エネルギーの普及促進 ① 次世代エネルギーの普及促進 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 
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重点プロジェクトＤ 生物多様性の保全・再生 評価 

（１）エコロジカルネットワークの

形成 

① 生き物の生育・生息空間づくり 
Ｂ 

＜担当部＞都市基盤整備部 

② 区民等が行うビオトープづくりの活動支援 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部、都市基盤整備部 

③ ブルートライアングルプロジェクトとの連携 

Ｂ   ＜担当部＞観光・国際都市部、都市基盤整備部、 

環境清掃部、教育総務部 

 

重点プロジェクトＥ ごみを出さない生活への転換 評価 

（１）発生抑制、再使用の生活様式

の促進 

① 生ごみの減量やごみを出さない生活様式への転換 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

② 商店街やスーパーと連携したごみの発生抑制につ

ながる生活様式の促進 Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

 

重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 評価 

（１）環境推進リーダーの育成・活

動支援 

① 環境推進リーダーの育成・活動支援 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

② 職員研修の実施 
Ｂ 

＜担当部＞総務部、環境清掃部 

③ 環境にかかわる表彰制度等の創設 
Ｂ 

        ＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 

（２）環境学習・環境教育の推進 

 

① 環境学習の推進 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 

② 環境保全意識の啓発 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

③ 自然観察会の実施 
Ｂ 

＜担当部＞環境清掃部 

④ 自然体験学習の推進 
Ｂ 

＜担当部＞教育総務部 

⑤ 学校教育における環境教育の推進 
Ｂ 

＜担当部＞教育総務部 

⑥ 地域活動の担い手の育成 
Ｂ 

＜担当部＞地域力推進部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、事業活動に関連した環境配慮の普及啓発を行うことで、事業者の省エネ行

動を促します。また、事業者間及び事業者と行政との連携を強化し、産業分野の新たな取組みの

推進エンジンとなる体制を整備するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プロジェクトの意義 

本プロジェクトは、「ものづくり」という大田区独自の特性を活かした環境面の新たな試みで

あり、本計画を特徴づける大きな要素の一つになり得ます。 

また、志を有した事業者が集まったモデル的な取組みを積極的に情報発信することで、区内事

業者の「環境マインド」向上に波及効果を生むことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境経営勉強会 

施設見学の様子 

産業分野の取組みを推進するための主体 

間連携の強化や新たな仕組みの整備 
重点プロジェクト A 
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重点プロジェクトＡ 産業分野の取組みを推進するための主体間連携の強化や新たな仕組みの整

備 
 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

環境配慮行動の促進   
 

  継続 
環境清掃部 

産業経済部 

事業者・行政の連携強化     
 

継続 
環境清掃部 

産業経済部 

（１）事業者・行政の連携強化 

① 環境配慮行動の促進 

(事業概要) 

セミナーやイベントの開催、ホームページなどによる情報発信、環境配慮製品

の流通促進などの普及啓発活動により、家庭や事業所における省エネ行動を促

進します。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

○大田区内企業における優れた環境製品や技術を紹介する「環境製品技術カタログ」の日本語

版、英語版を 12月に発行しました。 

○区ホームページでの公表以外に、公益財団法人大田区産業振興協会に依頼して、おおた工業

フェア（２月６日（木）から２月７日（金）まで）などの展示会にパンフレットを置くなどし

て、区内企業の技術紹介に努めました。 

○その他、環境に配慮した製品、技術、ノウハウを幅広く集め、ビジネスマッチングの活性化を

目指して開催された「川崎国際環境技術展」（11 月 13 日（水）、11 月 14 日（木））にて配布

しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇大田区内企業における優れた環境製品や技術を紹介する「環境製品技術カタログ」の内容を

見直し充実を図り、区ホームページ等で公表します。また、区ホームページ以外にも各種イ

ベント・フェアなどで配布し、区内企業の技術紹介に努めます。 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

 

重点プロジェクトＡ  産業分野の取組みを推進するための主体間連携の強化や新たな仕組みの整

備 

（１）事業者・行政の連携強化 

②事業者・行政の連携強化 

(事業概要)  

産業分野の取組みの推進エンジンとなる産官の連携体制を整備し、事業者と行政

が一体となって取組みを進めます。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

【環境課題解決のための取組】 

○食品廃棄物削減など循環型社会の構築や CO2削減などの環境課題の解決に向け、区内企業との

連携のもと、給食残渣削減を目的とした機器開発を行いました。 

（内容） 取組事案：省スペース小型脱水機の設計・開発 

     連携事業者：㈱共栄工設 

省エネ行動の促進 

連携強化の推進 
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     開発内容：給食残渣の脱水（水切り）を行う小型脱水機の設計開発を区内小・中学校

３校（相生小・矢口西小・南六郷中）の協力を得て実施し、試作４号機を

もって完成としました。 

【環境経営勉強会】 

○環境経営勉強会の成果としては、議論の中で出た「環境課題解決に向けた取組」として、平成

30年度に「省スペース小型脱水機」を区内企業の技術力により開発しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○省スペース小型脱水機の活用については、今後の小・中学校導入にあたって、各種調整の必

要から、当面の事業展開について見直しを図ります。 

○「環境経営勉強会」については、平成 30年度に「省スペース小型脱水機」を開発することで

一定の成果は得られましたが、さらに充実した会とするためその運営方法やあり方も含めて

検討していきます。 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、都市計画道路や幹線道路の整備促進

を行い、区内沿道の環境保全対策を図ります。 

また、羽田空港の沖合展開後の増便などに伴う影響に対

して、騒音・振動対策や大気環境保全対策に係る取組みを

継続して展開します。 

（２）プロジェクトの意義 

空港周辺の自動車交通量の増加に対して、都市計画道路や

幹線道路の整備促進のほか、公共交通の利用促進、沿道環境

に関する調査測定など、快適で安全な暮らしの実現に向け、

区として必要な対策を一体的に講じます。 

 

 

  

第一京浜国道沿道の自動車
排出ガス及び騒音測定局 

沿道環境の保全対策 重点プロジェクト B 
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重点プロジェクトＢ 沿道環境の保全対策 
 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

自動車騒音・振動調査  
 

   継続 環境清掃部 

大気汚染調査   
 

  継続 環境清掃部 

都市計画道路の整備      継続 
都市基盤整備部 

まちづくり推進部 
 

（１）騒音・振動対策の推進 

① 自動車騒音・振動調査 

(事業概要) 

自動車騒音・振動の実態把握とその対策のため、騒音・振動に関する調査を行い、関

係機関へ対策を要望します。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

○幹線道路面的評価監視＊に係る調査を９区間で実施しました。 

定点（６幹線道路）として、第一京浜、第二京浜、産業道路、中原街道、環七通り、環八通り、

準定点（３地点 原則、５年周期で地点を変更）として、第二京浜、池上通り、首都高速横羽

線を行いました。 

道路近傍騒音 ９区間中、昼間は４区間、夜間は３区間で環境基準を達成しました。 

面的評価による環境基準達成率 ９区間全体で昼間 92.3％、夜間 83.2％、昼夜とも 

82.0％  

○要請限度調査＊を２路線で２地点ずつ実施しました。 

要請限度調査＊では振動は全地点・全時間区分で達成しました。騒音は昼間４地点で達成、夜

間４地点で達成しました。騒音の環境基準は昼間２地点で達成、夜間はすべての地点において

達成しませんでした。道路管理者に対して改善の要望を行いました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○幹線道路面的評価監視＊に係る調査（10区間、定点６＋準定点４）を行います。 

○要請限度調査＊を２路線２地点ずつ実施します。また、要請限度を超過している場合には道路

管理者などへ要請や要望を行います。 

＜担当部＞環境清掃部 
 

重点プロジェクトＢ 沿道環境の保全対策 

（２）大気環境の保全対策の推進 

① 大気汚染調査 

(事業概要) 

区内の大気汚染の状況を把握するため、住宅地などの一般環境、主要な道路沿道に

測定局を設置し、常時測定を行います。光化学スモッグによる被害を防止するた

め、光化学オキシダント濃度が高くなった場合は光化学スモッグ注意報等を発令し

ます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

【大気汚染常時監視測定結果】 

毎年調査の実施 

毎年調査の実施 

用地取得・整備・測量 
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○東京オリンピック・パラリンピックを控え、交通量の増大が想定される羽田地域の環状八号線

沿道に平成 30年 11月、新たに自動車排出ガス測定局を設置しました。環境基準が定められて

いる大気汚染物質について、区内９か所で大気汚染状況を常時監視しています。 

・二酸化硫黄 全測定局で環境基準を達成 

・二酸化窒素 全測定局で環境基準を達成 

・光化学オキシダント 全測定局で環境基準を非達成 

光化学スモッグの学校情報の提供日数は１日、注意報発令日数は２日 

・浮遊粒子状物質 全測定局で環境基準を達成 

（なお、環境基準達成状況は、区内８か所の測定局の測定結果で評価している。羽田局は、測定

開始が 11月のため評価していない。） 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

今後もきめ細かい大気環境の監視を継続します。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

重点プロジェクトＢ 沿道環境の保全対策 

（２）大気環境の保全対策の推進 

②都市計画道路の整備 

(事業概要) 

交通渋滞による道路周辺環境への影響を軽減するため、区内都市計画道路の整備推進

を図るとともに、国や東京都に働きかけます。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

大田区で行った事業 

事業中：補助線街路第 38号線（羽田旭町付近）・43号線（仲池上付近）・44号線（上池台付近） 

大田区画街路第１号線（北千束付近）・７号線（蒲田駅東口） 

京浜急行電鉄本線付属街路第２号線（梅屋敷駅前） 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

大田区で行う事業 

事業中：補助線街路第 38号線（羽田旭町付近）・43号線（仲池上付近）・44号線（上池台付近） 

    大田区画街路第１号線（北千束付近）・７号線（蒲田駅東口） 

＜担当部＞都市基盤整備部、まちづくり推進部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、住宅における太陽エネルギー 

利用の拡大促進を行うとともに、区有施設への再生 

可能エネルギー*設備やエネルギーの効率化・最適化 

設備の利用促進、大規模開発において再生可能エネ 

ルギー*等の導入促進を図るものです。 

 

 

（２）プロジェクトの意義 

再生可能エネルギー*等の導入拡大には、以下に挙げるような多くの意義があります。 

○低炭素*なエネルギーであり、電力使用に伴う二酸化炭素（CO2）排出量をゼロにできる。 

○長期的には発電コストの低減が進み、経済的なメリットが期待できる。 

○導入設備が「見える」ことから、区民等や事業者に対する高い啓発効果が見込まれる。 

○関連装置の市場拡大が進み、区内工業を中心とした産業振興に繋がるものと期待される。 

○系統電力*のピークカット*に貢献できる（いわゆる節電効果）。 

○大規模停電等においても、再生可能エネルギー*による一定の熱・電力の供給が可能である。 

  

区立羽田中学校の体育館屋根に設
置している太陽光発電システム
（50kW） 

環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 重点プロジェクト C 
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重点プロジェクトＣ 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 

 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

区有施設への再生可能エネルギー*設

備等の導入、エネルギーの効率化・

最適化設備の利用促進 

 

 
 

   継続 

企画経営部 

都市基盤整備部 

環境清掃部 

住宅用太陽エネルギー利用機器

等の設置拡大 
  

 
  継続 環境清掃部 

大規模開発時における再生可能

エネルギー*の導入促進 
     継続 環境清掃部 

次世代エネルギー*の普及促進      継続 環境清掃部 
 

（１）区有施設への積極導入 

① 区有施設への再生可能エネルギー設備等の導入、エネルギーの効率化・最適化設備の利用促

進 

(事業概要) 

区有施設の建設等の際には、再生可能エネルギー*や高効率の設備の導入など環境

配慮型の施設を検討します。 

また、導入したシステムを活用し、平常時の電力ピークカット*等、エネルギーの

効率的な活用を図り、温室効果ガスの削減を図ります。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

〇大田青少年交流センター大規模改修工事で太陽光発電設備 20kW（屋上パネル）を設置しまし

た。 

【環境性の高い電力の調達】 

〇区有施設で使用する電力の環境性向上を目的とした庁内検討会を開催しました。 

 実施回数  ２回 

〇庁内検討会での検討結果を踏まえ、区有施設の電力調達の基本的な考え方を「大田区電力調達

方針」として示しました。 

 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇（仮称）多摩川清掃事務所新築工事で太陽光発電設備（20kW）を設置します。 

〇大森第七中学校校舎改築その他工事で太陽光発電設備（10kW）を設置します。 

【環境性の高い電力の調達】 

〇再生可能エネルギー100％電力を区役所本庁舎及び（仮称）多摩川清掃事業所に導入します。 

〇エネルギーの地産地消及び環境性の高い電力の導入を目的に、23 区の清掃工場の未利用熱に

より発電した電力の導入を全ての区立学校及び清掃事務所に拡大します。 

 

＜担当部＞企画経営部、都市基盤整備部、環境清掃部 

 

  

導入 

設置拡大 

導入促進 

普及促進 
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重点プロジェクトＣ 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 

（２）区民等・事業者の導入の支援 

① 再生可能エネルギー等の普及促進 
(事業概要) 

区内における再生可能なエネルギー*等の普及促進に向けて検討を行います。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

〇先駆的な取組みを実施する他の自治体の事例について、調査しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇先駆的な取組みを実施する他の自治体等の事例について、調査・研究します。 

＜担当部＞環境清掃部 
 

重点プロジェクトＣ 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 

（２）区民等・事業者の導入の支援 

② 大規模開発時における再生可能エネルギーの導入促進 

(事業概要) 

「地域力を生かした大田区まちづくり条例」により大規模開発時の再生可能エネル

ギー*の導入を促進します。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

○「地域力を生かした大田区まちづくり条例」第 63条の再生可能エネルギー*の活用に基づき、

再生可能エネルギー*導入計画書を提出を受けました。 

提出件数 128件  うち導入予定  太陽光発電シ 0ステム４件（35.3kW） 

 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○「地域力を生かした大田区まちづくり条例」第 63条の再生可能エネルギー*の活用に基づき、

再生可能エネルギー＊の導入を促すことにより、区民の安全で快適な住環境を確保し、活力の

ある調和のとれた都市づくりの実現をめざします。  

 

＜担当部＞環境清掃部 
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重点プロジェクトＣ 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 

（３）次世代エネルギーの普及促進 

①次世代エネルギーの普及促進 

(事業概要) 

環境にやさしい次世代エネルギー*の普及促進のため、情報提供を図ります。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

【こども環境教室】 

○燃料電池車（公用車）と企業の CSR*を活用し、｢こども環境教室｣を開催しました。 

・「燃料電池車の出前授業」  小学校１校、参加者 67人 

・「ものづくり教育・学習フォーラム（教育委員会主催）」への出展 

１月 18日（土） 大田区産業プラザ  参加者 600人 

○次世代エネルギー*の普及促進を目的に、「第 19回エコフェスタワンダーランド」において、

水素をつくる自転車、燃料電池のしくみ、風力・水力発電のしくみ、PaperLab のしくみ、手

回し発電機を使っての列車の走行についてなど体験型の展示を実施しました。また、デジタ

ル地球儀｢触れる地球｣の展示、「ガラスの地球を救え」の上映などを行いました。 

２月 16日（日）  東六郷小学校  参加者約 250人 

協力団体：東京ガス(株)、東京電力パワーグリッド(株)、エプソン販売（株）、クール・ネッ

ト東京 

 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○再生可能エネルギー*導入拡大やエネルギーの効率的な利用に関する普及啓発に取り組みま

す。 

○新たなエネルギーとして期待される水素に関する情報提供を行います。 

 

＜担当部＞環境清掃部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、国や東京都との連携を取りなが

ら、生物多様性*に配慮した緑地管理の試行のほか、区

が管理する公園や施設等の一部を区民等が主体的に

取り組むビオトープ*づくりに開放するなどの活動支

援を行うものです。これらの取組みを通じて、区内に

おけるエコロジカルネットワーク*の形成を図り、生物

が移動できる環境の確保を目指します。 

 

 

（２）プロジェクトの意義 

都市の生活は、生物多様性*の恵沢を享受することで成り立っています。生活や都市づくりなど

のあらゆる場面において自然との共生が欠かせません。都市内に残された水辺や緑を活かしたエ

コロジカルネットワーク*の形成を図ります。 

 

 

  

森ヶ崎水再生センター屋上にて 

コアジサシの親子（給餌中） 

生物多様性の保全・再生 重点プロジェクト D 
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重点プロジェクトＤ 生物多様性の保全・再生 
 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

生き物の生育・生息空間 

づくり 
    

 
継続 都市基盤整備部 

区民等が行うビオトープ* 

づくりの活動支援 
   

 
 継続 

環境清掃部 

都市基盤整備部 

ブルートライアングル 

プロジェクトとの連携 
   

 
 継続 

観光・国際都市部 

都市基盤整備部 

環境清掃部 

教育総務部 
 

（１）エコロジカルネットワークの形成 

① 生き物の生育・生息空間づくり 

(事業概要) 

生き物が生育・生息できる空間を確保するため、10か所の緑の拠点、緑の環境軸及

び水の環境軸の一部や区管理の公園において、必要に応じて国や東京都との連携を図

りながら、生物多様性*に配慮した緑地管理を実施します。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

○大森ふるさとの浜辺公園では、生き物の生息に配慮してヨシ原の粗放管理を実施しました。 

○馬込自然林緑地においては、区内の貴重な自然林を後世に引き継ぎ、また、生き物の生息環境を

残すため、現状の植栽環境を維持していくよう管理しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○大森ふるさとの浜辺公園では、生き物の生息に配慮してヨシ原の粗放管理を実施します。 

○馬込自然林緑地においては、区内の貴重な自然林を後世に引き継ぎ、また、生き物の生息環境を

残すため、現状の植栽環境を維持していくよう管理します。 

＜担当部＞都市基盤整備部 
 

重点プロジェクトＤ 生物多様性の保全・再生 

（１）エコロジカルネットワークの形成 

② 区民等が行うビオトープづくりの活動支援 
(事業概要) 

区が管理する公園や施設等の一部を開放するなどして、区民等や区民活動団体が主体

的に取り組むビオトープ*づくりや生き物の保全活動を支援します。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

○「田園調布せせらぎ公園」で田んぼづくりをしている環境団体への支援、NPO との連携による本門

寺公園や大師橋干潟等での自然観察会、コアジサシの保護活動（森ヶ崎水再生センター屋上）を

進める NPO との連携による観察会や支援、区民による水辺の楽校の活動への支援等を実施しまし

た。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○「田園調布せせらぎ公園」で田んぼづくりをしている環境団体への支援、NPO との連携による洗足

池公園や大師橋干潟等での自然観察会、コアジサシの保護活動（森ヶ崎水再生センター屋上）を

進める NPOとの連携による観察会や支援、区民による水辺の楽校の活動への支援等を実施します。 

○洗足池水生植物園に大森第六中学校の生徒が、学校で育てたホタルの幼虫を放流します。 
＜担当部＞環境清掃部、都市基盤整備部 

  

実施 

活動支援 

連携 
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重点プロジェクトＤ 生物多様性の保全・再生 

（１）エコロジカルネットワークの形成 

③ ブルートライアングルプロジェクトとの連携 
(事業概要) 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたアオスジアゲハをシン

ボルとした「おもてなしのまちづくり」として、バタフライガーデンやバタフライコ

ーナーなどの環境整備や環境学習等の取組みを進めます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

【ブルートライアングルプロジェクト】 

○バタフライガーデンの整備（東調布公園）を実施しました。 

○蒲田地区公園内花壇の花苗植栽を実施しました。 

○大森南圃場において、ブルートライアングル事業を視野に入れた整備計画を策定しました。 

○大森東いつつのわふれあい祭りに参加し、ブルートライアングル事業の PR（パネル展、大森圃場

での蝶の展示等）を実施しました。 

○自然観察会等で「ブルートライアングルプロジェクト飼育体験マニュアル」を活用しました。 

○自然観察会「アオスジアゲハを探しに行こう！」（田園調布せせらぎ公園）を実施しました。 

６月 23日（日） 参加者 31人 

○「特色ある教育」の一環として、ブルートライアングルプロジェクトへ積極的に参画し、全学級で

のアオスジアゲハの飼育と観察、放蝶を行っており、これらの活動を通して環境学習への意欲が

高まっています（大森第五小学校）。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

【ブルートライアングルプロジェクト】 

○バタフライガーデンの整備（東調布公園）を実施します。 

○蒲田地区公園内花壇の花苗植栽の実施します。 

○「ブルートライアングルプロジェクト～飼育体験マニュアル～」の活用に取り組みます。 

〇パネル展示等の実施による事業の PRに取り組みます。 

○区ホームページの充実 

○自然観察会「アオスジアゲハを探しに行こう！」（大森ふるさとの浜辺公園）を実施します。 

〇特色ある教育の一環として、引き続きブルートライアングルプロジェクトへ積極的に参画します。

（大森第五小学校） 

＜担当部＞観光・国際都市部、都市基盤整備部、環境清掃部、教育総務部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、家庭や事業所から排出されるご

みの量そのものを減らす生活様式への転換を目指す

ものです。 

ごみを出さない生活への転換に向けて、具体的には、

生ごみの減量や無駄のない買い物の仕方など、発生抑

制に関する普及啓発の強化や、子どもや地域を対象と

した環境学習等の取組み拡大による区民意識の醸成

を図ります。 

 

 

（２）プロジェクトの意義 

ごみの発生抑制は、区民等や事業者が行うことができる最も基本的な環境配慮行動の一つと言

え、このような区民一人ひとりの行動が循環型社会*の構築につながり、取組み全体を牽引する役

割となります。 

 

 

  

スケルトン清掃車「ごみ ZERO」号を 

用いた小学生への環境学習の様子 

 

ごみを出さない生活への転換 重点プロジェクト E 
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重点プロジェクトＥ ごみを出さない生活への転換 

 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

生ごみの減量やごみを出さ

ない生活様式への転換 
   

 
 継続 環境清掃部 

商店街やスーパーと連携し

たごみの発生抑制の生活様

式の促進 

 
 

   継続 環境清掃部 

 

（１）発生抑制、再使用の生活様式の促進 

① 生ごみの減量やごみを出さない生活様式への転換 

(事業概要) 

循環型社会*の構築のため、３Ｒ*（リデュース・リユース・リサイクル）推進、食品

ロスを少なくするための PR により、さらに区民一人ひとりが生ごみの減量やごみを

出さない生活様式への転換が図れるよう啓発を進めます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○チラシ・ポスター等による PRを実施しました。 

・清掃だよりの発行               年 10回 

・区施設掲示板啓発ポスターの掲出 年 15回 

・区報への掲載          年 13回 

〇家庭に眠る未利用食品を区に持ち込んでいただき、これを区内の福祉団体等に寄付する「フー

ドドライブ」を実施しました。 

・実施日：（第１回）６月 17 日(月)～21 日(金)、（第２回）９月９日(月)～13 日(金)、（第３

回）１月 20日(月)～24日(金) 

・回収場所：池上・嶺町・羽田・矢口特別出張所、環境計画課 

・参加者数：計 416人 

・寄付内容：商品数計 3,913 点、重量計 1,159.56 ㎏ 

〇食品ロスについて「知り」「考える」きっかけを提供することを目的に、区内小・中学校の希望

校を対象にした「食品ロス出前授業」を開始しました。 

・座学形式：３校 

・調理実習：１校 

〇区内事業者から排出される食品ロスについて、食品を必要としている区内の福祉団体等とマッ

チングして有効活用を図る「地産地消型未利用食品マッチング」を実施しました。 

・実績：生鮮食品・加工食品等 790kg、防災備蓄食品 2,226kg（保存水 2,088kg を含む）。 

〇区内で食品ロス削減に取り組む飲食店や食品取扱事業者等を「大田区食べきり応援団」として

登録し、その取組を区として支援、ＰＲすることで、事業者及び消費者への食品ロス削減に対

する意識啓発を図りました。 

・登録数：36事業者（３月 31日時点） 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○チラシ・ポスター等による PRを実施します。 

・清掃だよりの発行 

・区設掲示板啓発ポスターの掲出 

・区報への掲載 

 

ごみ減量の促進 

発生抑制の促進 
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○家庭に眠る未利用食品を区に持ち寄っていただき、これを福祉団体等に寄付する「フードドラ

イブ」を実施します。 

・実施予定：（第１回）中止、（第２回）９月７日(月)～11日(金)、（第３回）１月 18日(月)～

22日(金) 

・回収場所：池上・嶺町・羽田・矢口特別出張所、環境計画課 

〇区内小・中学校の希望校を対象に「食品ロス出前授業」を実施します。 

〇自分の家庭からどのような食品ロスが出ているか、興味・関心を持っていただくことを目的に、

区内の小学五年生を対象に「食品ロスダイアリー」を発行しました。 

○区内事業者から排出される食品ロスについて、区内福祉団体等にマッチングして有効活用する

「地産地消型未利用食品マッチング」を実施します。 

〇区内で食品ロス削減に取り組む飲食店や食品取扱事業者等を「大田区食べきり応援団」として

登録し、その取組を区として支援、ＰＲして、事業者及び消費者の食品ロス削減に係る機運醸

成へとつなげます。 

〇フードシェアリング等の先進的サービスを提供する民間事業者と連携協定を締結し、食品ロス

削減につながる消費行動の変容を促す普及啓発を行います。 

＜担当部＞環境清掃部 
 

重点プロジェクトＥ ごみを出さない生活への転換 

（１）発生抑制、再使用の生活様式の促進 

② 商店街やスーパーと連携したごみの発生抑制につながる生活様式の促進 
(事業概要) 

使用済みのペットボトルは、集積所（行政回収）のほか、スーパーやコンビニ等の店

頭（自主回収）にて回収の推進に努めています。 

また、３Ｒ*（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、ごみを出さない生活

様式への転換を促すため、区民には、買い物には買い物袋を持参してもらいレジ袋

や余分な包装を断るよう普及・啓発を図ります。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○「資源とごみの分け方・出し方」について転入者向け及び外国語版（英語・中国語・ハングル・

タガログ語・ネパール語・ベトナム語版）を作成しました。また、冊子の発行の他、区ホーム

ページ、区報に掲載し普及・啓発を図りました。 

○「大田区ごみ分別アプリ～資源とごみを分別～」の普及を促進しました。 

 ダウンロード数 8,095件（平成 29年度 11月導入後、累計 20,564件） 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○資源とごみの分け方・出し方や冊子の発行の他、区ホームページ、区報に掲載し普及・啓発を

図ります。 

○「大田区ごみ分別アプリ～資源とごみの分け方・出し方～」の普及を促進します。 

＜担当部＞環境清掃部 
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（１）プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、本計画に基づき中長期的な環境保全の取組みを推進していく上で、その原

動力となる人づくりを目的とするものであり、地域の環境教育における中心的な役割を担う環境

推進リーダーを育成するほか、区民等や事業者に対して広く行う環境教育や環境情報の提供など

の展開を図ります。 

（２）プロジェクトの意義 

環境推進リーダーとの連携のもとで、区民一人ひとりの環境マインドの充実・拡大を図り人材

を育成することは、基本目標 F の推進のみでなく、本計画全体の推進に繋がります。 

  

環境マインドを持つ人材の育成 重点プロジェクト F 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 
 

個別施策 

（平成・令和／年度） 
29 30 元 ２ ３ ４～ 担当 

環境推進リーダー育成・活動支援 
 
 

    継続 環境清掃部 

職員研修の実施 
 
 

    継続 
総務部 

環境清掃部 

環境にかかわる表彰制度等の創設 
 
 

    継続 
環境清掃部 
教育総務部 

環境学習の推進 
 
 

 
 

  継続 
環境清掃部 
教育総務部 

環境保全意識の啓発 
 
 

 
 

  継続 環境清掃部 

自然観察会の実施 
 
 

  
 

 継続 環境清掃部 

自然体験学習の推進 
 
 

 
 

  継続 教育総務部 

学校教育における環境教育の推進 
 
 

 
 

  継続 教育総務部 

地域活動の担い手の育成 
 
 

 
 

  継続 地域力推進部 
 

（１）環境推進リーダーの育成・活動支援 

① 環境推進リーダーの育成・活動支援 

(事業概要) ＜評価＞ 

B 
地域の環境教育を担い、より良い環境づくりに向け、地域のリーダーとしての活躍が

期待される環境推進リーダーを育成するため、大学や区内の環境 NPO 等と連携した講

座を開催します。 

また、講座修了者が主体的に実施する環境学習プログラムの企画・運営を支援します。 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○地域の環境学習における中心的な役割を担うとともに環境保全における地域のリーダーとなる

人材の育成を目的として、大田区環境マイスター養成講座を実施しました。 

第１回 自然観察路と大田区環境基本計画、自然観察路「縄文のみち」等 

第２回 グループワーク、下水処理の話と見学（下水道局森ヶ崎水再生センター見学）等 

第３回 自然観察路「雑木林のみち」、子ども・親子を対象とした自然体験プログラム、身近な水

質測定（パックテスト、透視度）等 

第４回 大田清掃工場見学、自然観察路「海と埋立地のみち」等 

第５回 自然観察路「川と干潟のみち」、市民ガイドと自然観察指導、グループワーク等 

第６回 自然観察路「池のみち」、グループワーク 

第７回 グループワーク発表等 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇地域の環境学習における中心的な役割を担うとともに環境保全における地域のリーダーとなる

人材の育成を目的に講座を実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

推進 

推進 

講座開催・修了者への活動支

援 

実施 

実施 

研修実施 

推進 

表彰実施 

育成 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（１）環境推進リーダーの育成・活動支援 

② 職員研修の実施 

(事業概要) 

環境を題材とした職員研修を実施し、環境意識の向上に努めます。 

 

 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

〇区の業務から排出される温室効果ガスの削減と職員の環境配慮意識向上をめざし、区民運動「お

おたクールアクション」の基調講演「SDGｓ＊で自分を変える未来が変わる」に職員研修として

参加者を募集しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑止するため延期しました。 

 ３月 27日（金） 大田区産業プラザ Pioコンベンションホール 【延期】 

○環境清掃部職員を対象に、区職員として率先垂範するため、環境マイン ドの向上を目的とした

研修と清掃施設見学を実施しました。 

〇採用２年目職員対象の協働体験研修で、現場体験先のひとつとして区内の環境 NPO 活動に参加

しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○大田区役所エコオフィス推進プランの取組強化及び環境マインドの向上を目的に、職員研修を

実施します。 

〇採用２年目職員対象の協働体験研修で、区内の環境 NPO 活動の参加を予定していましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防止の為、環境 NPO活動の参加は中止が決定しています。 

＜担当部＞総務部、環境清掃部 

重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（１）環境推進リーダーの育成・活動支援 

③ 環境にかかわる表彰制度等の創設 

(事業概要) 

区民、学校、団体、事業所等を対象とした環境にかかわる表彰やコンテスト等を創設

し、インセンティブの向上に努めます。 

＜評価＞ 

B 
＜令和元年度の取組内容＞ 

【「地球にやさしいまちづくりポスター」の募集】 

○区内の小・中学校の児童・生徒を対象に、「地球にやさしいまちづくりポスター」を募集し、

入選作品を大田区ホームページ、環境イベント等で展示しました。また、２月 16日開催の

「第 19回エコフェスタワンダーランド in東六郷」の中で表彰しました。 

 応募校数 22校 応募数 243点 表彰数 22点 

【エコレシピコンクール】 

〇地球温暖化防止、食品ロス削減などを目的にエコレシピコンクールを開催しました。 

 ・応募期間  ５月 27日（月）～９月 18日（水）応募件数 148件 

 ・最終審査  12月 14日（土）佐伯栄養専門学校 最優秀賞１件 優秀賞２件 入賞３件 

 

【環境フォトコンテスト（エコフェスタワンダーランド）】 

○区内小・中学校や区内の活動団体に呼び掛け環境に関わる写真を募集し、エコフェスタワンダ
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ーランド内で環境フォトコンテストを実施しました。 

参加７団体 応募写真７枚 投票者 189人  

【廃棄物減量及び資源化推進優良事業者の表彰】 

○区内の事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に、自主的かつ積極的に取り組

み、顕著な成果を挙げていると認められる優良事業者を表彰しました。  

・10月の廃棄物管理責任者講習会において、５件の優良な建築物所有者等を表彰しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

【「地球にやさしいまちづくりポスター」の募集】 

〇区内の小・中学校の児童・生徒を対象に。「地球にやさしいまちづくりポスター」を募集し、入

選作品を大田区ホームページ、環境啓発コーナー等で展示します。 

【環境フォト展（仮称）（エコフェスタワンダーランド）】 

〇エコフェスタワンダーランド内で環境フォト展（仮称）を実施予定でしたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止します。 

〇事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に顕著な成果を挙げた優良事業者を表

彰します。 

＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

① 環境学習の推進 

(事業概要) 

幼児から大人までの幅広い世代を対象にして、地球温暖化対策*、自然や緑の分

野をはじめ、保育園でのごみ減量の学習など循環型社会*等について、環境学習

を企業の CSR*なども活用して進めます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

＜低炭素*社会の構築＞  

【こども環境教室】 

○燃料電池車(公用車)と企業の CSRを活用し｢こども環境教室｣を開催しました。 

・「燃料電池車の出前授業」  小学校１校、参加者 67人 

・「ものづくり教育・学習フォーラム（教育委員会主催）」への出展 

１月 18日（土） 大田区産業プラザ  参加者 600人 

【エコレシピコンクール】 

〇地球温暖化防止、食品ロス削減、ごみ減量を目的にエコレシピコンクールを開催しました。 

 ・応募期間  ５月 27 日（月）～９月 18日（水）応募件数 148件 

 ・最終審査  12月 14日（土）佐伯栄養専門学校 最優秀賞１件 優秀賞２件 入賞３件 

【地球温暖化対策地域協議会と区の連携による普及啓発活動】 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、エコレシピコンクール最優秀作品を活用したエコ

ライフ講習会「環境にやさしいお料理教室」を開催しました。 

 ７月 26日（金） 佐伯栄養専門学校  参加者 40人 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、自治会町会等が開催する省エネ講習会に講師を派

遣しました。 

・地域力推進蒲田西地区委員会 11月 20日（水） 参加者 50人 

・地域力推進馬込地区委員会  12月 12日（木） 参加者 40人 

・地域力推進久が原地区委員会 ２月 19日（水） 参加者 35人 

〇家庭における省エネ行動の促進と児童の環境意識の向上を目的に、夏休みバス見学会を開催

しました。 

 ８月６日（火）大田清掃工場・（株）リーテム東京工場    参加者 17組 36人 

 

＜自然共生社会の構築＞ 

○区民協働調査として「大田区の身近な生物・植物調査」を行い、その結果を次年度以降に区

内環境団体と協働で行うパンフレットの作成につなげました。 
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＜循環型社会*の構築＞ 

○小学生・保育園・児童館を対象とした環境学習の実施 年 45回 

○自治会・町会等を対象とした出前講座の実施  年 10回 

○将来を担う区内の小・中学生を対象に食品ロスについて「知る・考える」きっかけとなるよ

う出前授業を座学形式、調理実習形式にて実施しました。 

・座学形式 計３回、調理実習形式１回 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

＜低炭素*社会の構築＞ 

〇次代を担う子どもたちの環境学習を充実するため、企業の CSR活動などを活用しながら「子

ども環境教室」を開催します。 

〇家庭における省エネ行動の促進と児童の環境意識の向上を目的に、夏休みバス見学会を開催

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止しました。 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、エコレシピコンクール最優秀作品を活用したエコ

ライフ講習会「環境にやさしいお料理教室」を開催を予定していましたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止となりました。 

〇第１・２回エコレシピコンクールの最優秀レシピ等をまとめたレシピカードを作成、活用し

て普及啓発を図ります。 

 

＜自然共生社会の構築＞ 

○「大田区の身近な生物・植物」についての「区民協働調査」を実施します。 

 

＜循環型社会*の構築＞ 

○ごみ減量・リサイクルについて啓発するために、小学生を対象とした環境学習を継続して取

り組むと共に、保育園・児童館の低年齢児童を対象とした環境学習にも取り組みます。 

※今年度については、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、小学校、保育園等からの要望があ

った場合に、状況に応じて実施します。 

○自治会・町会等を対象とした出前講座を実施します。 

※今年度については、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、自治会・町会からの要望があった

場合に、状況に応じて実施します。 

○将来を担う区内の小・中学生を対象に、食品ロスについて「知る・考える」きっかけとなる

ように出前授業を座学形式、調理実習形式にて実施します。 

〇コロナ感染症防止対策として区民向け講習会の開催に代えて、食品ロス削減を家庭の身近な

ことから取り組んでもらえるように、「冷蔵庫収納と食品ロス」をテーマとした動画を制作し

て配信し、普及啓発を図ります。 

＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

② 環境保全意識の啓発 

(事業概要) 

幼児から大人までの幅広い世代を対象にして、地球温暖化対策*、自然や緑の分

野をはじめ、循環型社会*等について、パネル展示やイベント開催等を通じて、

環境保全意識の啓発を行います。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

【環境月間パネル展】 

○区の環境の現状や環境施策を広く区民に周知するため、パネル展を開催しました。 

 ６月 14日(金)～６月 18 日(火) 区役所本庁舎 1階展示コーナー 

【緑化普及講座】 

○ハーブやキッチンガーデンなどの身近なみどりをテーマに、幅広く区民の方にみどりに親しん

でいただき、緑のまちづくりを進めていくために開催しました。 

５月 18日 (土)   池上会館           参加者 86人 

６月８日 （土）   消費者生活センター 参加者 89人 

【緑の講演会】 

○みどりの効用と、草木の育成・栽培方法等について学ぶ機会を区民に提供しました。 

６月 25日（火） 区民ホールアプリコ  参加者 117人 

共催：大田区、大田区緑化推進協議会 

【第 10回おおた住まいづくりフェア内事業】 

○18 色の緑づくり、生垣造成制度等のパネル展示、助成制度のパンフレット配布による紹介を

行いました。気軽にできる園芸体験コーナー等、環境にかかわる啓発等を行いました。 

11月 17日（日） 大田区産業プラザ PiO 参加者 60人 

○緑や花があふれる暮らしのコーナー 

・18色の緑づくり、緑化助成制度等 PRコーナー 

・園芸相談コーナー 

【コアジサシ保護活動】 

○絶滅の恐れのある渡り鳥「コアジサシ」の保護活動を進める NPOと連携して、森ヶ崎水再生セ

ンターの屋上にある営巣地の整備や観察会、活動を報告する講演会を実施しました。 

・コアジサシ観察会  ６月 15日（土） 雨天中止  ６月 23日 （日） 参加者 139人 

・コアジサシ講演会  12月８日（日）  区民ホールアプリコ 参加者 92 人 

・コアジサシ営巣地整備 ３月 28日（土）、３月 29日 （日）ともに、新型コロナウィルス感

染症の影響で中止 

 

＜循環型社会*の構築＞ 

【ＯＴＡふれあいフェスタ】  

○ごみ減量・循環型社会*への理解・協力を求めるため、ＯＴＡふれあいフェスタにおいて「清

掃・リサイクルコーナー」を設置しました。 

 ・ごみ・３Rのゲーム 

 ・スケルトン清掃車へのごみ積み込み体験 

 ・清掃事業紹介パネルの展示 

 ・地球にやさしいまちづくりポスターの展示 
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【第 19回エコフェスタワンダーランド】 

○子どもを主に、広く区民の環境意識の高揚を図ることを目的として、「地域から考える地球の

未来」をテーマに、区民・事業者・区が協働して開催しました。 

 区としては以下の展示を行いました。 

・「小さな地球環境博物館」 

・「18色の緑づくり取組み紹介パネル展示」 

・「小型家電回収、清掃車のペーパークラフト配布」 

  ２月 16日（日）東六郷小学校 参加 23団体・808人  

出展団体：NPO 法人大田・花とみどりのまちづくり、おおたく環境探検隊、大田区環境マイスタ

ーの会、大森海苔のふるさと館、おもちゃ病院・大田、ガールスカウトケナフおおた、

株式会社環境向学、東京工業大学木倉研究室、NPO法人東京港グリーンボランティア、

日東工器株式会社、呑川の会、羽田ビーチクラブ、羽田水辺の楽校、パルシステム東京

南部環境委員会、富士通株式会社、まち丼、 NPO法人リトルターン・プロジェクト、

株式会社菱興社、株式会社リーテム、ボランティア団体レトロ鍋、ワタミ株式会社、大

田区環境清掃部 

 

＜低炭素*社会の構築＞ 

【地球温暖化防止講演会】 

〇地域における地球温暖化防止の機運醸成と取組みを推進するため、地球温暖化防止講演会を開

催しました。 

 ・お天気キャスター依田さんとはねびょんの「地球温暖化ってなんだ!?」 

６月 15日(土) 東京工科大学・日本工学院専門学校３号館地下１階大講義室 

講師 気象予報士 依田 司氏 参加者 500人  

・JAL工場見学 SKY MUSEUM とそらエコ教室「高度１万メートルから考える環境と SDGs＊」 

12月 15日（日） JALメインテナンスセンター１ 

講師 パイロット 四十物 大輔 氏   参加者 88人 

【おおた打ち水大会】 

〇ヒートアイランド対策及び地球温暖化対策の推進を目的に、大蒲田祭（蒲田東口商店街）で「お

おた打ち水大会」を開催しました。  

８月４日（日）  参加者 約 300人 

〇打ち水の普及促進を目的に、打ち水用具の貸し出し及び給付を行いました。 

貸出件数 ０件  給付件数 51件 

【イベントヘの出展】 

○区民等の省エネ型行動様式への転換を促進するため、大田区地球温暖化対策地域協議会と協働

で「ＯＴＡふれあいフェスタ」に出展しました。  

11月２日（土）、３日（日）   参加者約 2,300 人 

 

＜自然共生社会の構築＞ 

【多摩川河川敷清掃活動～グリーンアクションたまがわ～】 

○多摩川河川敷を歩きながらごみを拾い、自然環境保護の大切さを考えることを目的に開催しま

した。併せて自然環境団体等によるパネル展、ペットボトルキャップの回収も実施しました。 

５月 26日（日） 参加者 1,977人 
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【緑のカーテン講習会】 

○省エネルギー効果のある「緑のカーテン」を広く区民に周知し、楽しみながら継続的に取り組

める地球温暖化対策として、栽培方法などを習得する講習会を開催しました。 

４月 13日 （土） 大田文化の森         参加者 90人 

４月 19日 （金） 消費者生活センター   参加者 60人 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

＜低炭素*社会の構築＞ 

〇都市部のヒートアイランド対策及び地球温暖化対策を推進するため、「おおた打ち水大会」を

開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。 

〇大田区出身の気象予報士である依田司氏を「大田区地球温暖化防止アンバサダー」に任命し、

地球温暖化の現状や将来への影響等を広く周知していただきます。また、区民運動「おおたク

ールアクション」の応援団として、ご活躍いただきます。 

 

＜自然共生社会の構築＞ 

【多摩川河川敷清掃活動～グリーンアクションたまがわ～】 

〇多摩川河川敷を歩きながらごみを拾い、自然環境保護の大切さを考えることを目的に開催予定

でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。併せて自然環境団体

等によるパネル展等も中止となりました。 

【緑のカーテン講習会】 

〇省エネルギー効果のある「緑のカーテン」を広く区民に周知し、楽しみながら継続的に取り組

める地球温暖化対策として、栽培方法などを習得する講習会を開催予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

【緑化普及講座】 

〇暮らしに活用できるガーデニングを通じてみどりに親しみを持ち、地域の緑化を推進していく

ことを目的とし、「ハーブ講座」、「キッチンガーデン講座」を開催予定でしたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

【第 11回おおた住まいづくりフェア内事業】 

〇18色の緑づくり、おおたの名木選等のパネル展示、助成制度のパンフレット配布による紹介を

行います。また、気軽にできる園芸体験コーナー等、環境にかかわる啓発等を行う予定でした

が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

【緑の講演会】 

〇みどりの効用と、草木の育成・栽培方法等について学ぶ機会を区民に提供します。 

 共催：大田区、大田区緑化推進協議会 

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止となりました。 

【コアジサシ保護活動】 

〇絶滅の恐れのある渡り鳥「コアジサシ」の保護活動を進める NPO法人と連携して、森ヶ崎水再

生センターの屋上にある営巣地の整備や、活動を報告する講演会を実施します。 

※コアジサシ観察会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。 

 

＜循環型社会*の構築＞ 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い OTAふれあいフェスタが中止となったため、本庁舎

２階「環境啓発コーナー」を活用して清掃だより、啓発冊子（「大田区清掃とリサイクル」「み

んなでごみを減らそうよ」）等を配置し、ごみ減量・循環型社会*への理解・協力を求めます。 

＜担当部＞環境清掃部 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

③ 自然観察会の実施 

(事業概要) 

NPO との連携も含め、区内の自然環境の理解・保護のための自然観察会を実施し

ます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○「アオスジアゲハを探しにいこう！」田園調布せせらぎ公園内の自然とふれあいながら、チョ

ウ（アオスジアゲハ）やサナギ、卵を探してその生態を学びました。 

６月 23日（日） 参加者 31人 

○「コアジサシ観察会」昭和島にある森ヶ崎水再生センター屋上で、絶滅のおそれのある渡り鳥

「コアジサシ」の子育てを観察しました。 

６月 15日（土） 雨天中止  ６月 23日（日） 参加者 139人 

○「トワイライト探検隊」夜の本門寺公園でセミの羽化やコウモリを観察しました。 

７月 27日（土） 参加者 33人  ８月３日（土）  参加者 29人 

○「川と干潟のみち 干潟の生き物とふれあおう！」大師橋干潟で干潟に暮らす生き物の観察を

しました。 

８月 18日（日） 参加者 14人 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇アオスジアゲハを探しに行こう！ 

〇コアジサシ観察会 

〇「川と干潟のみち」干潟の生き物とふれあおう！ 

〇「雑木林のみち」秋の森で自然と遊ぼう！ 

〇「池のみち」洗足池冬のバードウォッチング 

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、コアジサシ観察会は中止となりました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

④ 自然体験学習の推進 

(事業概要) 

伊豆高原（小５）、とうぶ（小６）、野辺山（中１）の移動教室での活動事例を

まとめた「自然体験プログラム」を基に、学習ガイドを作成し、自然体験活動

の一層の充実を図ります。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○移動教室を通じて、児童・生徒が豊かな環境の中で自然に親しむとともに、集団生活のあり方

や公衆道徳について体験・学習できるよう、自然体験活動推進委員会を開催し、「自然体験プ

ログラム」を基に、伊豆高原、とうぶ、野辺山の学習ガイドを作成し活用しました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

〇自然体験活動推進委員会を開催し、移動教室が、より一層児童・生徒の自然に親しむ機会とな

るよう引き続き検討を行います。なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、

小学校及び中学校の移動教室を中止とし、学習ガイドの配布のみとします。 

＜担当部＞教育総務部 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

⑤ 学校教育における環境教育の推進 

(事業概要) 

各学校の実態等に応じて環境保全への取組みを進めます。また、各教科等の指

導において環境教育を進めます。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

○東京都教育委員会が作成した環境教育掲示用教材、解説書、ワークシートを活用し、各学校の

実態に応じた取組みを実施しました。 

○社会科・理科の指導において地球温暖化についての学習を継続的に行い、児童・生徒が二酸化

炭素（CO2）の排出量削減に向けて取り組む態度を育成しました。 

※各教科等の指導における取組み例 

・「ごみ・資源」、「自然・生命」、「エネルギー・地球温暖化」等に関する内容について、各教

科等において環境教育を実施しました。 

※学校での主な取組み 

【赤 松 小】 小学校動物飼育推進校（モルモットの飼育） 

【大森第五小】 ブルートライアングルプロジェクト 

【大森第六中】 洗足池水質浄化、ホタル復活プロジェクト、大岡山駅前花壇整備活動、農援

隊による活動等幅広い環境教育を ESD教育の視点で展開 

【馬 込 東 中】 アルミ缶回収運動（リヤカーで町内巡り、アルミ缶つぶし） 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

○引き続き、東京都教育委員会が作成した環境教育掲示用教材、解説書、ワークシートを活用し、

各学校の実態に応じた取組みを実施します。 

○社会科・理科の指導において地球温暖化についての学習を継続的に行い、児童・生徒が二酸化

炭素（CO2）の排出量削減に向けて取り組む態度を育成します。 

＜担当部＞教育総務部 
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重点プロジェクトＦ 環境マインドを持つ人材の育成 

（２）環境学習・環境教育の推進 

⑥ 地域活動の担い手の育成 

(事業概要) 

おおた地域力発見倶楽部の発行や NPO・区民活動フォーラムの開催を通じて、地

域活動等の紹介を行い、区民へ活動に向けた意識啓発を行います。 

＜評価＞ 

B 

＜令和元年度の取組内容＞ 

【生涯学習情報紙「ＷａＫｕＷａＫｕおおた」】 

〇 区民が様々な活動に参加するきっかけづくりの一環として、区内で行われる講座・イベント

情報を掲載したタブロイド版を令和元年度から発行し、広く区民へ情報提供を行いました。年

２回（９月、１月、各 12 万部）発行し、新聞折込みで区内施設に配布しました。 

〇タブロイド版の発行に伴い、令和元年８月から「おおた地域力発見ガイド+生涯学習ガイド「わ

くわく」を、「生涯学習情報ガイド「ＷａＫｕＷａＫｕおおた」」へ名称変更しました。区主催

のイベントを中心に冊子にまとめ、広報を行いました（年３回（４、８、１２月）発行、各 800

部、配布方法 区内施設ほか。なお、３回発行のうち４月号は「おおた地域力発見ガイド+生涯

学習ガイド「わくわく」」として発行。）。 

〇地域環境への理解を深めるための事業（大田区の自然観察会、コアジサシ営巣地整備、エコフ

ェスタワンダーランド）を掲載しました。 

【NPO・区民活動フォーラム】  

○２月９日（日)、池上会館本館で開催しました。 

○大田区社会福祉協議会との共催による参加団体の拡充や、生涯学習のつどい、地域力応援基金

助成事業の公開プレゼンテーションの実施など内容の充実を図るとともに会場を変更しまし

た。 

○体験コーナー、展示、お楽しみショー等による連携・協働の活動成果の発表や模擬店など、延

べ 52の区民活動団体（内、オーちゃんネットの「くらし・環境」分野の登録団体は 20団体）

が様々な形態で参加しました。 

○延べ 1,500人の来場がありました。 

＜令和２年度の主な取組内容＞ 

【生涯学習情報紙「ＷａＫｕＷａＫｕおおた」】 

〇区民が様々な活動に参加するきっかけづくりの一環として、区内で行われている活動や講座・

イベント情報を掲載したタブロイド紙（４ページ）を年２回（７月、１月、各 12 万部）発行

し、新聞折込や区内施設等で配付する予定です。 

〇区主催のイベントを中心に冊子にまとめ、広報を行います。今年度は、通年版、季刊を併せて

年４回（５月、７月、10月、１月：通年版 1,000部、季刊版各 800部）発行し、区内施設で配

付予定です。 

【NPO・区民活動フォーラム】  

〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、NPO・区民活動フォーラムは中止となりました。 

＜担当部＞地域力推進部 
 

  



33 

 

＜ 用語解説 ＞ 

重点プロジェクトＢ 沿道環境の保全対策 

幹線道路面的評価監視 

騒音規制法に基づき、自動車騒音対策を計画的総合的に行うため、幹線道路の自動車騒音を調査し、結果を環境省に報告しています。

この調査は、幹線道路から 50ｍの範囲について、実測値や推計によって環境基準に適合しているか地域や時間帯別に評価しています。 

要請限度調査 

騒音規制法と振動規制法に基づき、主要道路における自動車騒音と道路交通振動を測定し、環境省令で定める限度を超えているか調

査しています。限度を超えていることにより、生活環境が著しく損なわれると認めるときは、道路交通法の規定による措置を道路管理

者に要請できます。 

重点プロジェクト C 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 

再生可能エネルギー 

自然界の中から繰り返し取り出すことのできるエネルギー（自然エネルギー）のことで、石油、石炭などの化石エネルギーと異なり

二酸化炭素（CO2）を排出しないため、クリーンなエネルギーです。 

具体的には、平成 21年（2009年）7月に成立した「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料

の有効な利用の促進に関する法律」（エネルギー供給構造高度化法）において、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他

の自然界に存する熱、及びバイオマスが再生可能エネルギー源として規定されています。 

次世代エネルギー 

再生可能エネルギーや未利用エネルギー、水素エネルギーなどを含む、化石燃料に代わる新しいエネルギーのことです。 

低炭素  

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を削減するため、その主な排出源である化石エネルギーへの依存を低減した状態のこ

とを言います。 

系統電力 

電力系統の安定運用のために、給電指令のもとで必要に応じて需給制御、電圧・周波数調整等ができる電源から供給される電力のこ

とをいい、それ以外を分散型電源といいます。 

ピークカット 

電力ピーク時間帯の熱源動力負荷をカットすることです。ピーク時はおおむね昼から午後にかけてであり、ピーク需要を減らすこと

は、二酸化炭素排出量の多い石油火力発電所の電力を減らすことにつながり、地球温暖化対策という観点から重要な取組みといえます。 

重点プロジェクト D 生物多様性の保全・再生 

生物多様性  

「生物多様性条約」では、生物多様性を「すべての生物の間に違いがあること」と定義しており、種・遺伝子・生態系の多様性がある

としています。 

ビオトープ 

ドイツ語で生物を意味する「ビオ（Bio）」と場所を示す「トープ（Tope）」の合成語のことです。本来は 1 つの生物種にとって必要な

空間のまとまりを意味しますが、現在では元来そこにあった自然風景、生態系を回復・保全した区域を含めます。 

エコロジカルネットワーク 

人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要地域を核として、生態的なまとまりを考慮した上で、有機的に繋い

だ生態系のネットワーク。ネットワークの形成により、野生生物の生息・生育空間の確保、人と自然とのふれあいの場の提供、地球温

暖化防止等多面的な機能が発揮されることが期待されます 

重点プロジェクト E ごみを出さない生活への転換 

循環型社会 

第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にど

うしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷がで

きる限り低減された社会」を指します。 

3R（スリーアール） 

「リデュース（Reduce：ごみの発生抑制）」、「リユース（Reuse：再使用）」、「リサイクル（Recycle：再生利用）」の頭文字を取った

もので、「ごみを出さない」、「一度使って不要になった製品や部品を再び使う」、「出たごみはリサイクルする」ことを指します。 

重点プロジェクト F 環境マインドを持つ人材の育成 

SDGｓ 

2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」にて記載された 2016年から 2030年までの国際目標。 

持続可能な世界を実現するための 17の目標・169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的

なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる。 

地球温暖化対策 

地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量の削減のために取り組むべき対策や施策のことを言います。 

CSR 

CSRとは、Corporate Social Responsibility の略で、「企業の社会的責任」の意味です。
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環境基本計画（後期）に基づく取組内容（令和元年度） 

資料説明 

 

☆の表記は重点プロジェクトを表します。 
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基本目標Ａ 環境と産業の調和の実現と好循環の創出 
Ａ-1 住工環の調和 （1）工場の立地・操業環境の整備 

① ものづくり拠点の形成支援 

(事業概要) 

区内工場の立地・操業環境の向上のため、産業支援施設（賃貸工場、創業支援施設など）の整備・

運営を行い、事業の拡張や高度化のために行う事業に対しては、経費の一部を助成します。また、

区が工業用地を取得し、その活用の展開を図ります。 
(内容) 

【民間型工場アパートの活用】 

○平成 24 年６月に開設された東糀谷六丁目工場アパート（OTA テクノ CORE）には、高付加価値

を生み出す中規模企業が集積し平成 25年度末には 33ユニット全室が満室となり、令和元年度

も満室状態です。また、平成 30 年度に、民間工場アパートの認定を１件行いました。今後、

これらの企業集積を通じて区内中小企業への波及効果が期待されています。 

【ものづくり工場立地助成】 

○企業が事業規模の拡張や高度化のために行う工場の新増設等に係る経費の一部を助成しまし

た。 

○新規に助成を実施する企業 21件を認定し、このうち 12件に助成を開始しました。また、平成

30年度以前の認定企業に対し、45件の助成を行いました。 

【ものづくり企業立地継続補助金】 

○防音、防臭、防振等の操業環境の改善を目的とした工場の改修事業や周辺環境及び近隣住民等

へ配慮するために行う工場の移転事業に係る経費の一部を助成しました。 

○平成 26年度から実施している事業で、事業を実施する企業 14件を認定し、助成を実施しまし

た。 

 

＜担当部＞産業経済部 

 

Ａ-1 住工環の調和 （1）工場の立地・操業環境の整備 

② 地域や環境にやさしい工場の認定 
(事業概要) 

人に優しい（働きがいのある労働環境）、まちに優しい（周辺環境との調和）、経営や技術に

優れた工場を「優工場」に認定し、その中で特に優秀な工場を表彰することによって、大田区

の工場に従事する人のやりがい、生きがいを引きだすとともに大田区企業の優秀性を内外にア

ピールし、大田区工業の振興を図ります。 

(内容)  

【工場表彰制度】 

○10社を優工場に認定しました。 

○認定工場のうち「総合部門賞」４社、「人に優しい部門賞」１社、「まちに優しい部門賞」１

社を表彰しました。 

＜担当部＞産業経済部 
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Ａ-2 環境経営の推進 （1）環境対応基準の取得支援 
① 環境マネジメントシステムの取得支援 

(事業概要) 

環境に配慮した経営を推進する企業を支援していくため、環境認証取得促進セミナーを開催し、

あわせてエコアクション 21 及びエコステージ並びに、ISO14001等の環境マネジメントシステム

を取得する企業に必要経費の一部を助成します。 

(内容)  

【セミナー等啓発事業】 

○令和元年度は実施しませんでした。 

【各種許認可等取得支援助成金の交付】 

○ISO14001を取得した２社に助成金を交付しました。 

＜担当部＞産業経済部 

Ａ-2 環境経営の推進 （2）事業活動に伴う環境負荷の低減促進 
① 環境にやさしい商店街の推進 
(事業概要) 

区内商店街に対して、関連補助制度等に関する情報提供や活用促進を図り街灯の省エネルギー化

（LED化）を促します。また、商店街の活性化イベントの際に、環境・エコに関するテーマを盛

り込むことを条件に助成を行い、商店街の課題解決、活性化を図ります。 
(内容)  

【区商店街装飾灯設置補助金及び東京都政策課題対応型商店街事業】の活用 

○区及び東京都の事業について、積極的に情報提供及び申請等の支援を行い合計３商店街の装飾

灯が LED化されました。 
＜担当部＞産業経済部 
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Ａ-3 環境産業の創出 （1）新製品・新技術開発の支援 

① 環境関連の新製品・新技術開発の支援 
(事業概要) 

大田区内の中小企業が取り組む新製品・新技術開発を支援するため、新製品・新技術開発に要す

る経費の一部を助成します。 

大田区中小企業が開発した、優れた新製品や新技術を表彰することで技術力・開発力の向上意欲

を醸成するとともに、大田区中小企業の技術力を広く内外にアピールします。 
(内容)  

【開発ステップアップ助成・実用化製品化助成】 

○区内中小企業の技術力、製品開発力の向上を図り、付加価値を産み出すものづくり産業の活性

化を図るため、試作開発に要する経費の一部を助成します。（上限 500万円、対象経費の 2/3） 

助成実績は開発ステップアップ助成７件、実用化製品化助成５件でした。 

【新製品・新技術コンクール】 

○区内企業が開発した優秀な新製品・新技術を表彰します。令和元年度の新製品・新技術コンク

ールでは、次の９件を表彰しました。「最優秀賞」１件、「優秀賞」２件、「奨励賞」２件、「お

おた福祉・医療賞」、「おおた秀逸技能賞」、「おおた ECO 推進賞」「おおたスポーツ・健康推進

賞」各１件 

＜担当部＞産業経済部 

Ａ-3 環境産業の創出  （2）市場開拓の支援 

① 世界へ発信する産業支援拠点の整備 
(事業概要) 

羽田空港跡地第 1ゾーンに、「新産業創造・発信拠点」を整備し、国際化した羽田空港との隣接

性や大田区が誇る基盤技術の集積を活かし、国内外の企業による交流・連携を促進して、新市場

の開拓、新技術の創出につなげます。これにより大田区はもとより首都圏、日本全体に寄与する

機能発揮を目指します。 
（内容） 

【羽田空港跡地第一ゾーン整備方針に基づく検討・実施】 

○「羽田空港跡地第１ゾーン整備方針」（平成 27年７月）に基づき、第一期事業者と連携し、跡

地整備の取り組みを進めました。 

○「新産業創造・発信拠点」の形成に向け、羽田空港跡地第１ゾーン（第一期事業）の PR活動を

行いました。 

＜担当部＞空港まちづくり本部 

関西電子（㈱）ナノファイバーを応用した 

油吸着シート製造装置・リユース可能脱油装置（一式） 
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Ａ-4 環境技術分野における国際交流・貢献 （1）国際環境交流の推進 

① 国際貢献のための環境技術情報の提供 
(事業概要) 

区内企業の環境製品や技術を、区ホームページや展示会などで、国内外に広く発信します。 

また、海外からの視察や工場見学時などに、大田区の環境施策に関するノウハウや、5Ｓ活動を

通じた職場環境維持改善の優良事例を提供します。 
（内容） 

○大田区内企業における優れた環境製品や技術を紹介する「環境製品技術カタログ」の日本語版、

英語版を 12月に発行しました。 

○区ホームページでの公表以外に、公益財団法人大田区産業振興協会に依頼して、おおた工業フ

ェア（２月６日（木）から２月７日（金）まで）などの展示会にパンフレットを置くなどして、

区内企業の技術紹介に努めました。 

○その他、環境に配慮した製品、技術、ノウハウを幅広く集め、ビジネスマッチングの活性化を

目指して開催された「川崎国際環境技術展」（11月 13日（水）、11月 14日（木））にて配布し

ました。 

○産業振興課、産業振興協会では、区の産業について一層の理解、関心を深めるため、海外から

の視察及び工場見学への対応を行っています。 

 ＜令和元年度実績（海外）＞ 

 ・行政等からの依頼に対応   ８団体（103人） 

 ・民間等からの依頼に対応   ７団体（90人） 

○産業振興課では、「ものづくり人材育成事業」の一環として、区内の団体の行う外国人技能実

習生受入事業の経費の一部を助成しています。これにより、区内企業の有する製造、加工等の

技術の海外移転及び海外企業との技術の交流を図るとともに区内産業の発展を目指していま

す。 

令和元年度は企業からの助成申請はありませんでした。 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

Ａ-5 産業分野の取組みを推進するための主体間連携の強化や新たな仕組みの整備 

 （1）事業者・行政の連携強化 

① 環境配慮行動の促進 ☆ 
(事業概要) 

セミナーやイベントの開催、ホームページなどによる情報発信、環境配慮製品の流通促進などの

普及啓発活動により、家庭や事業所における省エネ行動を促進します。 
(内容)  
○大田区内企業における優れた環境製品や技術を紹介する「環境製品技術カタログ」の日本語版、

英語版を 12月に発行しました。 

○区ホームページでの公表以外に、公益財団法人大田区産業振興協会に依頼して、おおた工業フ

ェア（２月６日（木）から２月７日（金）まで）などの展示会にパンフレットを置くなどして、

区内企業の技術紹介に努めました。 

○その他、環境に配慮した製品、技術、ノウハウを幅広く集め、ビジネスマッチングの活性化を

目指して開催された「川崎国際環境技術展」（11月 13日（水）、11月 14日（木））にて配布し

ました。 
＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 
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Ａ-5 産業分野の取組みを推進するための主体間連携の強化や新たな仕組みの整備 

 （1）事業者・行政の連携強化 

② 事業者・行政の連携強化 ☆ 
(事業概要) 

産業分野の取組みの推進エンジンとなる産官の連携体制を整備し、事業者と行政が一体となって

取組みを進めます。 
(内容)  
○大田区内企業における優れた環境製品や技術を紹介する「環境製品技術カタログ」の日本語版、

英語版を 12月に発行しました。 

○区ホームページでの公表以外に、公益財団法人大田区産業振興協会に依頼して、おおた工業フ

ェア（２月６日（木）から２月７日（金）まで）などの展示会にパンフレットを置くなどして、

区内企業の技術紹介に努めました。 

○その他、環境に配慮した製品、技術、ノウハウを幅広く集め、ビジネスマッチングの活性化を

目指して開催された「川崎国際環境技術展」（11月 13日（水）、11月 14日（木））にて配布し

ました。 
＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

「環境製品技術カタログ」日本語版/英語版 
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Ｂ-1 沿道環境の保全対策 （2）大気環境の保全対策の推進 

① 大気汚染調査 ☆ 
(事業概要) 

区内の大気汚染の状況を把握するため、住宅地などの一般環境、主要な道路沿道に測定局を設置

し、常時測定を行います。 

光化学スモッグによる被害を防止するため、光化学オキシダント濃度が高くなった場合は光化学

スモッグ注意報等を発令します。 
(内容)  

【大気汚染常時監視測定結果】 

○環境基準が定められている大気汚染物質について、区内９か所で大気汚染状況を常時監視して

います。 

・二酸化硫黄 全測定局で環境基準を達成 

・二酸化窒素 全測定局で環境基準を達成 

・光化学オキシダント 全測定局で環境基準を非達成 

光化学スモッグの学校情報の提供日数は４日、注意報発令日数は２日 

・浮遊粒子状物質 全測定局で環境基準を達成 

＜担当部＞環境清掃部 

基本目標Ｂ 快適で安全な暮らしの実現 
Ｂ-1 沿道環境の保全対策 （1）騒音・振動対策の推進 

① 自動車騒音・振動調査 ☆ 
(事業概要) 

自動車騒音・振動の実態把握とその対策のため、騒音・振動に関する調査を行い、関係機関へ対

策を要望します。 
(内容)  

○幹線道路面的評価監視に係る調査を 10区間で実施しました。 

定点（６幹線道路）として、第一京浜、第二京浜、産業道路、中原街道、環七通り、環八通り、

準定点（４地点 原則、５年周期で地点を変更）として、第一京浜、環八通りを行いました。 

道路近傍騒音 10区間中、昼間は３区間、夜間は１区間で環境基準を達成しました。 

面的評価による環境基準達成率 ９区間全体で昼間 89.3％、夜間 77.7％、昼夜とも 

77.0％  

○要請限度調査を２路線で２地点ずつ実施しました。 

要請限度調査では振動は全地点・全時間区分で達成しました。騒音は昼間４地点で達成、夜間

４地点で達成しました。騒音の環境基準は昼間１地点で達成、夜間はすべての地点において達

成しませんでした。道路管理者に対して改善の要望を行いました。 

＜担当部＞環境清掃部 

Ｂ-1 沿道環境の保全対策 （2）大気環境の保全対策の推進 

② 都市計画道路の整備 ☆ 
(事業概要) 

交通渋滞による道路周辺環境への影響を軽減するため、区内都市計画道路の整備推進を図るとと

もに、国や東京都に働きかけます。 

(内容) 
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Ｂ-2 環境保全対策 （1）水環境の保全対策の推進 

② 水質汚濁調査 
(事業概要) 

事業所排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、分流式下水道地区(埋立域)での工場指

導を実施します。 
(内容)  

○分流式下水道地区（埋立地）において、有害物質取扱工場の認可申請時に、雨水ますに工場排

水が入らないように指導しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

○補助線街路第 27号線（大森北付近）・38号線（羽田旭町付近）・43号線（仲池上付近）・44号

線（上池台付近）、大田区画街路第１号線（北千束付近）・７号線（蒲田駅東口） [用地取得、

設計、工事] 
＜担当部＞都市基盤整備部、まちづくり推進部 

Ｂ-2 環境保全対策 （1）水環境の保全対策の推進 

① 河川等水質浄化対策の推進 

(事業概要) 

東京都や流域自治体と連携して、合流式下水道の改善、浄化施設、河床整正などの統合的な水質

浄化対策やユスリカ対策などを実施していきます。 

また、透水性舗装や雨水貯留槽、屋上緑化の整備のほか、保護樹林・樹木の保護・育成を行い、

下水道へ流入する雨水の量と河川へ越流する下水の量を削減するとともに、地下水や湧水のかん

養に努めます。 

さらに、下水道からの越流水そのものの汚濁を減らすため、生活排水減量の啓発活動を実施する

ほか、区道の路面や雨水ますの清掃などを実施します。 

河川の実態や水質浄化対策の効果を把握するため、定期水質調査や河川パトロールを実施しま

す。 
(内容)  

【水質浄化対策の研究・実施】 

○呑川水質浄化対策研究会を実施 

【水質改善に関する取り組み】 

・高濃度酸素水浄化施設設置工事（水処理装置設置その他工事）の実施 

・スカム発生抑制装置の稼働 

・河床整正工事の実施 

・汚泥浚渫工事の実施 

・改善効果を把握するための水質調査等の実施 

【合流式下水道の改善に関する取り組み：東京都下水道局主体】 

・貯留施設による合流改善の整備計画に関する調整 

・東調布公園再整備基本構想策定（見直し） 

○河川海域（呑川）の定期水質調査、呑川水質連続測定及び呑川パトロールの実施 

○呑川水質・底質定期調査及び水質連続測定等の調査を実施  

【透水性舗装】  

道路改修工事における透水性舗装の施工 

＜担当部＞都市基盤整備部、環境清掃部 
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Ｂ-2 環境保全対策 （2）環境保全対策の推進 

① 鉄道騒音・振動調査 
(事業概要) 

新幹線、在来線の鉄道騒音・振動の調査を実施します。 

(内容)  

○区内には新幹線や在来線が多く走るため、概ね７年ごとに路線別の鉄道騒音と振動の調査を行

っています。東海道新幹線の、７地点で騒音と振動の調査を行いました。東海道新幹線につい

て騒音・振動の指針値や環境基準はありませんが、調査結果を鉄道事業者に伝え、引き続き環

境に配慮を求める要望を行いました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｂ-2 環境保全対策 （2）環境保全対策の推進 

② 航空機騒音調査 
(事業概要) 

平成 20 年の横田空域返還に伴う区内上空飛行ルートの騒音調査に加え、羽田空港の増便が検討

されていることから、航空機騒音を把握するため騒音調査を継続します。 
(内容)  

○航空機騒音の常時監視を区内３か所で実施しました。常時監視測定局のすべてについて環境基

準を達成していました。 

○区内上空を飛行する内陸飛行騒音調査を 11月に５地点で実施しました。 

内陸部の調査地点では環境基準の指定区域外ですが、環境基準の最も厳しい値を準用した場合で

も騒音レベルはその値を下回っていました。 
＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｂ-2 環境保全対策 （2）環境保全対策の推進 

③ 土壌汚染対策 
(事業概要) 

土壌汚染による人の健康被害の防止に努め、区民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため、

有害物質取扱事業者に指導します。 
(内容)  

○土壌汚染が社会的問題となり、工場跡地からの有害物質の拡散を心配する声が寄せられていま

す。土壌汚染の状況を把握し、人への健康影響を防止することを目的として、土壌汚染対策法、

環境確保条例及び大田区土壌汚染防止指導事務処理要綱が定められており、環境対策課では、

環境確保条例第 116条及び要綱に基づき、工場等を廃止する手続きの際に有害物質等の取扱い

を確認し、適正な対策を取るよう指導、助言しています。 

○環境確保条例に基づく届出情報を提供するため、区政情報コーナーに台帳を配置し、区民等が

自由に閲覧できるようにしています。 

○大田区土壌汚染防止指導事務処理要綱に基づき、危機管理の観点から災害や事故発生時に有害

物質及び鉱油類の流出等による土壌等への汚染を防止するとともに、汚染の拡散を抑えるため

事業者による自主管理体制を確立するよう指導を行っています。 
＜担当部＞環境清掃部 
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Ｂ-2 環境保全対策 （2）環境保全対策の推進 

④ 事業所の危機管理対策 
(事業概要) 

災害時等に大規模な有害物質の流出を防止するため、少量でも化学物質を取扱っている工場での

自主管理支援を行い、危機管理体制を確立します。 
(内容)  

○平成 28 年度から「適正管理化学物質」の使用量が 100kg 未満の事業所に対し、「化学物質等

使用状況及び現況報告」の提出を求めています。化学物質を使用している事業所に立入り調査

を実施し、化学物質の保管・取扱い方法や災害時等に発生する漏洩等に対応できる態勢を確立

するための指導、助言を行いました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｂ-2 環境保全対策 （2）環境保全対策の推進 

⑤ 安全安心な暮らしのための情報提供 
(事業概要) 

区内放射線量の測定など、区民等や事業者の安全・安心な暮らしのために必要な情報提供を行

います。 

(内容)  

○区内１か所で空間放射線量の測定を定期的に行うとともに、ホームページ等で測定結果を公表

しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｂ-3 美しい都市環境の創造 （1）景観・美観に配慮したまちづくり 

① 景観計画の推進 
(事業概要) 

各地域の特性に応じた自然や多様な歴史資源、生活文化を、まちづくりに活かすため、平成 25年

10 月に策定した「大田区景観計画」に基づき、個性と魅力あふれる良好な景観形成を誘導します。 
(内容)  

【景観計画の推進業務】 

○大田区景観計画に基づく良好な景観形成の誘導 

・大田区景観条例に基づく行為の事前協議（166件） 

・景観法に基づく行為の届出（143件） 

・景観法に基づく行為の通知書（10件） 

・景観法に基づく行為の変更届（73件） 

・大田区景観条例に基づく行為の完了報告書（79件） 

・大田区景観アドバイザー会議（26物件） 

・大田区景観審議会開催（２回） 

○大田区景観計画の推進 

・第３回大田区景観まちづくり賞の募集・選定を行いました。（応募数 51件のうち、街並み景観

部門８件、景観づくり活動部門２件の受賞候補選定）。 

・大田区景観審議会を２回、大田区景観審議会専門部会を２回、大田区景観賞専門部会を５回開

催しました。第 12回大田区景観審議会において、「第３回大田区景観まちづくり賞の受賞候補

の決定について」を諮問し、「諮問のとおり定めることが適当である。」との答申を受けまし

た。 

＜担当部＞まちづくり推進部 
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Ｂ-3 美しい都市環境の創造 （1）景観・美観に配慮したまちづくり 

② 歩きたばこ・路上喫煙対策 
(事業概要) 

区民の生活環境の向上を図ることを目的に、公共の場における歩行（自転車等運転中を含む）喫

煙及び吸い殻等のポイ捨てを防止するための区民意識の啓発等総合的な施策の推進並びに、喫煙

マナーに関わる問題について必要な措置を講じます。 
(内容)  

【喫煙マナー向上のための啓発】 

○広報媒体等を利用して令和２年４月１日施行の「大田区屋外における喫煙マナー等に関する

条例」の周知徹底を図りました。 

（喫煙マナーの内容を区報及び区ホームページへ掲載・電車及びバスへ車内広告掲載・各自治

会へのチラシ配布） 

○小型横断幕の掲出、ポスター及びステッカーの配布を実施しました。 

○たばこの吸い殻等の著しい地域の路上等に、喫煙マナー啓発路面シートを貼付して、歩きた

ばこ及びポイ捨てを抑制しました。（年間 86枚貼付） 

【大田区クリーンキャンペーンの実施】 

○喫煙マナーの向上と放置自転車防止を図るため、春と秋に大田区クリーンキャンペーンを実

施しました。 

・春の大田区クリーンキャンペーン   ４駅・参加者 327人 

・秋の大田区クリーンキャンペーン  18回・参加者 593人 

【区内巡回喫煙マナー啓発・指導業務の実践】 

○区内の主要駅(蒲田駅を除く)周辺で２人１組の喫煙マナー啓発・指導員を配置し、喫煙マナ

ー向上の呼びかけによる巡回を実施しました。（年間 156日） 

○蒲田駅周辺で２人２組の喫煙マナー啓発・指導員を配置し、喫煙マナー向上の呼びかけによ

る巡回を実施しました。（年間 359日） 

【歩きたばこ及び吸い殻の散乱防止対策】 

○安心安全で快適な生活を実現するために、公衆喫煙所の清掃及び適切な管理を実施しまし

た。 

＜担当部＞環境清掃部 

喫煙マナー向上のための啓発ステッカー 
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Ｂ-3 美しい都市環境の創造 （1）景観・美観に配慮したまちづくり 

③ 地域美化活動の支援 
(事業概要) 

区民等、事業者及び団体の相互協力による、環境美化活動を支援し、地域の美化を推進します。 

(内容)  

【地域美化活動への支援】 

○各特別出張所と連携して、自治会・町会が行う、地域の環境美化を目的とした清掃活動に支

援用品を支給しました。 

（173団体 ごみ袋 15,342 枚・軍手 12,330双・トング 1,265本） 

【多摩川河川敷清掃活動】 

○５月 26 日(日)、環境対策課主催で「令和元年度 多摩川河川敷清掃活動～グリーンアクショ

ンたまがわ～」を開催し、24町会（羽田地区、六郷地区、矢口地区、蒲田西地区）、32団体、

合計 1,977名が参加しました。 

【ふれあいパーク活動】 

○入新井四丁目町会および地域活動団体が「ふれあいパーク活動」への参加を通じ、公園の週

一回の清掃活動や公園利用者のマナー啓発活動等を行うことにより地域の環境美化を推進し

ました。 

【鵜の木地区一斉清掃】 

○６月 20日（木）、「鵜の木クリーンアップディ」と称し、鵜の木地区７町会（鵜の木東・鵜の

木西・鵜の木二丁目・鵜の木三丁目・千鳥南・千鳥北・南久が原一丁目）・東調布第三・嶺町・

千鳥小学校、大森第七中学校、東京高校で鵜の木地区の一斉清掃を行いました。多くの方の

協力を得ることができ、383名の参加があり、98袋のごみが集まりました。 

【いつつのわクリーン大作戦】 

〇10月 20日（日）、大森東地区自治会連合会主催のもと「第１回 いつつのわクリーン大作戦」

が開催されました。昨年は「いつつのわふれあい祭り」の一環として大森東地区清掃イベン

トを開催し、今回で第２回目となります。制限時間内に定められたエリア内で拾ったごみの

重さを競い合いました。地元の自治会、地域団体、一般応募等、合計 17チームの参加があり、

ごみの総重量は 95.44 ㎏になりました。同時に環境啓発や環境クイズのパネル展示も行い、

地域の環境美化を推進しました。 

【第２回ごみピック糀谷】 

○１月 19日(日)糀谷地区で「第２回ごみピック糀谷」が開催され、地元の小学校、自治会・町

会、シニアクラブを中心に 40チーム参加があり、ごみ総重量は約 150㎏になりました。 

制限時間（１時間）内に定められたエリア内で拾ったごみの種類と量をポイントに換算し、上

位３チーム表彰しました。 

【チーム対抗六郷ごみ拾い大会】 

 ３月１日（日）、六郷地区の美化推進を目的として、チーム対抗でのごみ拾い大会を実施する

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。（11チーム 43名

が参加を予定しておりました。） 

【スポーツ GOMI拾い大会】 

○３月７日（土）、池上地区で開催予定の「第８回池上スポーツ GOMI 拾い大会」は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。 

＜担当部＞環境清掃部、地域力推進部 
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Ｂ-4 自然災害に強いまちづくり （2）地域分散型エネルギーの確保 

① 緊急時のエネルギー確保のための対策の推進 
(事業概要) 

避難所等において、災害発生直後に必要な電力や熱を確保するため、太陽光発電などの再生可能

エネルギーや環境負荷の少ない天然ガス等を活用したコージェネレーションシステム、蓄電池等

の分散型エネルギーシステムの導入を検討します。 

また、導入したシステムを活用し、平常時の電力ピークカット等、エネルギーの効率的な活用を

図り、温室効果ガスの削減を図ります。 
(内容)  

〇災害時に避難所となる小・中学校に太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーの導入に向

けた検討を行い、26 年度に備蓄物品として 91か所の避難所に持ち運び可能なソーラー発電シ

ステム及び照明器具を配備しました。 

＜担当部＞企画経営部、総務部、環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ-4 自然災害に強いまちづくり （1）健全な水循環の確保に向けた取組みの推進 

① 健全な水循環の確保に向けた取組みの推進 
(事業概要) 

総合治水対策の一環として、下水道へ流入する雨水の量と河川へ越流する下水の量を削減すると

ともに、雨水を地下に浸透させ、水循環を豊かにし、地下水等を保全するため、道路での透水性

舗装や道路浸透ますの設置等を行います。 

また、民有地での雨水浸透ます等の設置に対して助成を行います。 
(内容)  

【雨水浸透ます・雨水貯留槽の設置補助事業】 

○雨水浸透ます設置助成：０件 

○雨水貯留槽設置助成： 65件、小型 65基、大型０基 

【透水性舗装】 道路改修工事における透水性舗装の施工 

【道路浸透ますの設置】 道路浸透ます設置工事 １か所 
＜担当部＞都市基盤整備部、まちづくり推進部 

非常用電源・照明器具 

ソーラー式蓄電池 
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基本目標Ｃ 低炭素社会の構築 

Ｃ-1 省エネルギー型の行動様式への転換 

（1）家庭・事業所における省エネルギー行動の促進 

① 家庭における省エネ型行動様式（生活様式）への転換 

(事業概要) 

セミナーやイベントの開催、ホームページなどによる情報発信、普及啓発活動により、家庭の省エ

ネ行動を促進します。 

(内容)  

【地球温暖化防止講演会】 

〇地域における地球温暖化防止の機運醸成と取組みを推進するため、地球温暖化防止講演会を開

催しました。 

・お天気キャスター依田さんとはねびょんの「地球温暖化ってなんだ!?」 

６月 15日(土) 東京工科大学・日本工学院専門学校３号館地下 1階大講義室 

講師 気象予報士 依田 司氏 参加者 500人  

・JAL工場見学 SKY MUSEUM とそらエコ教室「高度１万メートルから考える環境と SDGs」 

12月 15日（日） JALメインテナンスセンター１ 

講師 パイロット 四十物 大輔 氏   参加者 88人 

【こども環境教室】  

○燃料電池車（公用車）と企業の CSRを活用し、｢こども環境教室｣を開催しました。 

・「燃料電池車の出前授業」  小学校１校、参加者 67人 

・「ものづくり教育・学習フォーラム（教育委員会主催）」への出展 

１月 18日（土） 大田区産業プラザ  参加者 600人 

【エコレシピコンクール】 

〇地球温暖化防止、食品ロス削減、ごみ減量を目的にエコレシピコンクールを開催しました。 

・応募期間  ５月 27日（月）～９月 18日（水）応募件数 148件 

・最終審査  12月 14日（土）佐伯栄養専門学校 最優秀賞１件 優秀賞２件 入賞３件 

【地球温暖化対策地域協議会と区の連携による普及啓発活動】 

〇東京都地球温暖化防止活動推進センターが実施する「省エネ診断」の受診促進に取り組みまし 

た。実施件数 28件 

【おおたクールアクションのつどい】 

〇区民運動「おおたクールアクション」のキックオフイベントとして「おおたクールアクション

のつどい」を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大抑止を目的に延期しました。 

〇３月 27日（金）大田区産業プラザ Pio コンベンションホール【延期】 

 ・基調講演「ＳＤＧｓで自分を変える未来が変わる」 

    博報堂 DYホールディングス CSR担当部長  

    神奈川県顧問（SDGs 推進担当）川廷 昌弘氏  

【団体・事業者との連携・協力】 

〇区民運動「おおたクールアクション」の趣旨に賛同する団体・事業者からの賛同登録を受け付

けました。 

 賛同登録数 50団体（３月 31日現在） 

＜担当部＞全所属、環境清掃部 

                 

 

 

 

 

  地球温暖化防止講演会 
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Ｃ-1 省エネルギー型の行動様式への転換 

（1）家庭・事業所における省エネルギー行動の促進 

② 事業所における省エネ型行動様式への転換 

(事業概要) 

セミナーやイベントの開催、ホームページなどによる情報発信、普及啓発活動により、事業所に

おける省エネ行動を促進します。 

(内容)  

【地球温暖化対策地域協議会と区の連携による普及啓発活動】 

〇東京都地球温暖化防止活動推進センターが実施する「省エネ診断」の受診促進に取り組み

ま 

した。  実施件数 28 件 

【おおたクールアクションのつどい】 

〇区民運動「おおたクールアクション」のキックオフイベントとして「おおたクールアクシ

ョ 

ンのつどい」を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大抑止を目的に延期しまし

た。 

〇３月 27日（金）大田区産業プラザ Pio コンベンションホール【延期】 

 ・基調講演「ＳＤＧｓで自分を変える未来が変わる」 

   博報堂 DYホールディングス CSR担当部長  

   神奈川県顧問（SDGs 推進担当）川廷 昌弘氏  

【団体・事業者との連携・協力】 

〇区民運動「おおたクールアクション」の趣旨に賛同する団体・事業者からの賛同登録を受

け付けました。 

 賛同登録数 50団体（３月 31日現在） 

＜担当部＞環境清掃部、産業経済部 

JAL工場見学 SKY MUSEUMとそらエコ教室 

夏休みバス見学会 
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Ｃ-1 省エネルギー型の行動様式への転換 （2）区役所による率先行動 

① 区の業務から排出される二酸化炭素（CO2）の削減 

(事業概要) 

「地球温暖化対策推進法」に基づく実行計画として策定した「大田区役所エコオフィス推進プラ

ン」を着実に推進し、区の業務から排出される二酸化炭素（CO2）を削減します。 

(内容)  

【大田区役所エコオフィス推進プラン第５次計画】 

○計画期間：令和元年度～５年度 

○基準年度：平成 25年度 

○削減目標（目標年度：令和５年度）： 

［温室効果ガス排出量］ 目標：基準年度比△23.5％ 

［エネルギー消費原単位］目標：基準年度比△12.9％ 

［上水道の使用］目標：基準年度比△18.0％ 

［コピー用紙使用量］目標：基準年度比△12.0％ 

［廃棄物の排出量］目標：基準年度以下 

○令和元年度実績     ①基準年度比 ②前年度比 

［温室効果ガス排出量］  ①-19.1％   ②-2.8％ 

［エネルギー消費原単位］ ①- 1.7％   ②-2.3％ 

［上水道使用量］     ①-12.3％   ②-3.4％ 

［コピー用紙購入量］   ①+ 6.7％   ②  0％ 

［廃棄物排出量］     ①- 1.3％   ②+3.8％ 

 

【大田区役所エコオフィス推進プラン第４次計画（総括）】 

〇計画期間：平成27年度～30年度（当初、終期31年度のところを１年短縮） 

〇基準年度：平成21年度 

〇実績評価：      ①H30削減トレンド値※１ ②H30実績値 ③評価※２ 

［エネルギー消費原単位］①-13.7％        ②- 4.9％  ③Ｃ 

［二酸化炭素排出量］   ①-13.6％        ②-11.1％  ③Ｂ 

［上水道使用量］    ①-13.9％        ②-14.5％  ③Ａ 

［コピー用紙購入量］  ①+ 2.4％        ②+20.4％  ③Ｃ 

［廃棄物排出量］    ①+ 0.3％        ②- 1.1％  ③Ａ 

※１･･･第４次計画は、計画期間を１年短縮したため、目標達成に向けた平成 30年度時点での

削減トレンド値を算出して評価しました。削減トレンド値とは、第３次計画最終年度の

実績値を起点に第４次計画目標値に向けて、毎年同じ削減効果が継続した場合に平成 30

年度時点で達成すべき目標値です。 

※２･･･削除トレンド値の達成度 Ａ：10割以上、Ｂ：８割以上、Ｃ：８割未満 

 

 

【大田区役所エコオフィス推進プランの取組強化】  

〇大田区役所エコオフィス推進プランの取組強化と国の温室効果ガス削減目標と遜色のない目

標を第５次計画にて設定するため１年前倒しし、当計画に基づく取り組みを推進していま

す。 

また、第５次計画に基づく部局ごとの行動目標をエネルギー分野（重点：電気使用量の削

減）、資源分野（重点：コピー用紙の削減）別に設定し、職員の環境配慮行動の促進ととも

に区の事業活動による温室効果ガス等削減の取組へとつなげました。 
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〇区有施設で使用する電力の環境性向上を目的とした庁内検討会を開催しました。 

 実施回数  ２回 

〇庁内検討会での検討結果を踏まえ、区有施設の電力調達の基本的な考え方を「大田区電力調

達方針」として示しました。 

〇職員の環境マインドの向上と各部局における主体的な取り組みの促進を目的に、「エコオフ

ィス通信(年５回・臨時号含む)」を発行しました。 

〇ワンウエイプラスチックの削減と環境負荷の低減を目的に、職員を対象とした「マイボト

ル・マイバッグキャンペーン」を実施しました。 

〇庁内で使用するコピー用紙の削減などを目的に、乾式オフィス製紙機「PaperLab（ペーパー

ラボ）」を運用し、作成した再生紙を用いた名刺や事業広報ちらし、ノート等グッズにより

普及啓発を行いました。 

  回収量：Ａ４換算約 50 万枚 

  回収対象：９部局 16 課 

  配布数：Ａ４ 224,045 枚、Ａ３ 42,780枚 

〇「PaperLab」に係る見学会や展示を通じて、区の環境配慮行動についてＰＲしました。 

・「PeperLab実機ガイドツアー」（６月 17日（月）境月間パネル展開催期間中） 

・「PaperLab」の仕組みについて展示（２月 16日（日）エコフェスタワンダーランドの一部

として） 

〇区民運動「おおたクールアクション」の基調講演「ＳＤＧｓで自分を変える未来が変わる」

に職員研修として参加者を募集しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑止するの

ため延期しました。 

 ３月 27日（金） 大田区産業プラザ PiO コンベンションホール 【延期】 

＜担当部＞全所属、環境清掃部 

はねぴょんスケッチブック 

（乾式オフィス製紙機で作成した再生紙の活用例） 
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Ｃ-2 低炭素まちづくり （1）環境にやさしいまちづくり 

① 中心拠点のまちづくり 

(事業概要) 

蒲田、大森、空港臨海部のまちづくりにおいて、緑づくりや基盤施設整備などの促進を図り、低

炭素なまちづくりに取り組みます。 

(内容)  

【蒲田駅周辺再編プロジェクト（駅周辺都市基盤整備）】 

・蒲田駅西口駅前広場整備工事その４が完了しました。 

・蒲田駅東口駅前広場予備設計その２及び地下自転車駐車場建築・設備実施設計その２が完了し

ました。 

・蒲田駅東口駅前広場、初動期整備デザイン基本プランを策定しました。 

【大森駅西側のまちづくり】 

・補助第 28 号線（池上通り）の慢性的な渋滞、歩行者環境等の改善に向けて、引き続き関係機

関との協議、まちづくり協議会での検討を行いました。 

【大森駅東側のまちづくり】 

・大森駅東口駅前広場（交通島）暫定整備において、詳細設計で採用した遮熱舗装の施工を行う

とともに、広場内の夜間安全対策においては、環境に配慮した LED照明を採用し実施しました。 

・駅前広場全体の中長期整備に向けた検討を深めるため、検討会議を開催し大森駅東口駅前広場

等再編整備構想を策定しました。 

・平和島駅周辺の歩行者環境改善のために、引き続き関係機関との協議を行いました。 

【空港臨海部まちづくり・交通ネットワーク等調査の実施】 

・空港臨海部グランドビジョン 2030改定について、関連計画や上位計画と整合性を図りながら、

空港臨海部の将来像について検討しました。 

Ｃ-1 省エネルギー型の行動様式への転換 （3）住宅・建築物の省エネルギー化の促進 

① 住宅・建築物の省エネルギー化の促進 

(事業概要) 

住宅リフォーム助成及びおおた住まいづくりフェアの実施による住宅の省エネルギー改修の支

援及び普及啓発を行うことにより、住宅の省エネルギー化を促進します。 

(内容)  

【住宅リフォーム助成事業】 

○総助成件数・助成額  819件  85,685,000円 

○助成対象工事「環境への配慮」の実績数（前年比増減） 

①トイレ改修（節水型トイレ） 201件 (＋43件) 

②浴室改修（高断熱浴槽）   177件 (＋12件) 

③給湯器交換（エコジョーズ） 100件 (＋８件) 

④窓の改修1.6㎡以上（断熱）   43件 (＋５件)  

⑤  〃  1.6㎡未満（断熱）  37件 (△３件) 

⑥床の改修(断熱)         11件 (  －  ) 

⑦壁の改修（断熱）       ９件（＋１件）  

【おおた住まいづくりフェアの開催】 

○「第 10 回おおた住まいづくりフェア」を開催し、断熱性能の高い窓、遮熱塗料等の展示・紹

介を行いました。 

11月 17日（日） 参加者 2,472人 

＜担当部＞まちづくり推進部 
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・羽田旭町地区において、民間開発事業者と連携し進めていた開発事業に伴い、散策路とあさ

ひ海老取川公園が整備され、海辺の散策の一部を供用しました。 

・臨海部の新たな魅力の発見や観光促進を目的として、舟運の定期航路化に向けて実施された

実証運航の効果検証や内陸部と臨海部の交通アクセス改善検討、コミュニティサイクルなど

を活用した周遊性向上策に関する検討を実施しました。 

＜担当部＞まちづくり推進部、都市基盤整備部 

 

Ｃ-2 低炭素まちづくり （2）交通ネットワークの構築 

① 空港臨海部における交通ネットワークの検討 

(事業概要) 

空港臨海部の交通ネットワークについて、観光的側面も考慮しながら、公共交通機関、道路網、

舟運、新たな交通システムを含めた、低炭素まちづくりに寄与する交通ネットワークの検討を進

めます。 

(内容)  

〇空港臨海部まちづくり・交通ネットワーク等調査において、低炭素社会の実現に向けて、多摩

川トンネルの早期整備を国交省に働きかけた結果、令和元年度から本体工事の着手に向けた準

備工事を行うことになりました。また、主要幹線道路の渋滞解消のため、大井環七立体の延伸

や側道部の道路改良等の必要性を検討しました。 

〇内陸部から臨海部へのアクセス改善策において、低炭素なまちづくりを実現するため、自動車

から公共交通へ転換する施策として、最先端技術を用いた MaaS の導入等について検討しまし

た。また、空港臨海部のコミュニティサイクルポート 12 か所の利用状況を分析し、利用促進

策について検討しました。 

【水上輸送ネットワークの検討】 

〇舟運について、先進的な事例を情報収集・調査し、観光面・通勤面の利用可能性を検討しまし

た。 

＜担当部＞まちづくり推進部 

 

 

 

Ｃ-2 低炭素まちづくり （2）交通ネットワークの構築 

② 新空港線「蒲蒲線」の整備推進 

(事業概要) 

区内の移動利便性の向上と国際化した羽田空港と都心・副都心とのアクセス機能強化を図るた

め、矢口渡駅から京急蒲田駅間の早期整備に向けた取組みを促進していきます。 

（内容） 

【新空港線「蒲蒲線」の早期整備実現に向けた取組み】 

○都区間において、地方負担分の費用負担割合等に関し、継続的に協議を実施し、東京都から

令和２年度に新たに「協議の場」を設置するとの提案を受けました。 

○まちづくり推進部内に「新空港線・まちづくり調整準備室」を設立しました(７月）。 

○区内の各種イベントにおいて事業内容を紹介するブースを出展し、周知・啓発活動を実施し

ました（８月～11月）。 

○新空港線と沿線のまちづくりに対する機運を高めるため、日本大学の岸井教授を講師に招き

「鉄道とまちづくりに関する講演会」を開催しました（12月 19日（木）参加者約 300人）。 

○２月に国土交通大臣に対し、新空港線に対する国庫補助確保に向けた要望書を提出しまし

た。 

＜担当部＞まちづくり推進部 
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Ｃ-2 低炭素まちづくり （2）交通ネットワークの構築 

③ コミュニティバスの運行支援 

(事業概要) 

区内交通不便地域を解消するため、地域が支えるコミュニティバスの導入を検討するとともに、

運行を支援します。 

(内容)  

○乗車人員 73,201人（前年度（平成 30年度）比 1,854人増）、収支率 50.2％。 

○本格運行への移行条件である収支率 50％以上を平成 30年度に達成し（収支率 50.4％）、令

和元年７月９日に本格運行へ移行しました。 

○継続運行条件である収支率 50％以上の達成目標を地域と共有し、矢口特別出張所において月

間利用者状況ポスターの掲示や広報誌（たまちゃんニュース）を配布するなど利用促進に努

めました。 

○矢口特別出張所や商店会のイベント等でたまちゃんバス回数券の販売を実施しました。 

○利用案内の配布（公共施設、地元店舗、地元マンション）、ホームページへの掲載、各種イ

ベント（大田区子どもガーデンパーティー[矢口会場]、多摩川清掃工場環境フェア、子ども

フェスティバル等）において、たまちゃんバスの展示や子どもたちへの塗り絵・折り紙等を

実施してＰＲ活動を行いました。 

＜担当部＞まちづくり推進部 

Ｃ-2 低炭素まちづくり （2）交通ネットワークの構築 

④ 自転車等利用総合対策の推進 

(事業概要) 

地球環境にやさしい自転車の利用について、警察や鉄道事業者などの関係機関及び地域の方々と

連携・強化を図ることで、駅周辺の放置自転車対策や自転車走行環境の整備、コミュニティサイ

クルの導入を推進するとともに、自転車利用者に対する交通ルールの遵守、交通マナーの向上を

呼び掛け、安全で安心なまちづくりを推進します。 

(内容) 

【自転車等利用総合基本計画に基づく整備計画】 

○暫定西蒲田自転車駐車場、馬込坂下自転車駐車場、久が原駅前第３自転車駐車場を整備しまし

た。 

○糀谷商店街振興組合、萩中通り商店会において、商店街自転車押し歩き運動を実施しました。 

○大田区全域において、約 24kmの自転車走行環境の整備をしました。 

○コミュニティサイクル事業として、区内全域へサイクルポート（駐輪場所）を 10 ポート設置

し、計 76ポートと事業を拡大しました。 

＜担当部＞都市基盤整備部 

Ｃ-2 低炭素まちづくり （2）交通ネットワークの構築 

⑤ 公共交通の利用促進 

(事業概要) 

空港利用者等の増加が見込まれるなかで、周辺道路の渋滞による環境面での影響や二酸化炭素

（CO2）発生の抑制のため、空港利用者等の公共交通機関への誘導を図ります。 

(内容)  

【公共交通への誘導促進用横断幕・懸垂幕の掲出】 

○本庁舎 JR側外壁面へ横断幕を掲出しました。 

○本庁舎正面へ懸垂幕を掲出しました。 

                              ＜担当部＞環境清掃部 
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Ｃ-2 低炭素まちづくり （3）ヒートアイランド対策の推進 

① 呑川緑道における風の道のまちづくり 

(事業概要) 

呑川沿いの道路を環境に配慮した透水性・遮熱性舗装などに改良するとともに、街路樹を植樹す

ることによって、風の道を創出していきます。 

(内容)  

呑川緑道の整備（風の道のまちづくり）】 

○ (工事) 東雪谷三丁目、延長 120ｍ 

○ 民間開発指導時の協力要請実施（緑道幅員の確保・沿道緑化等） 

＜担当部＞都市基盤整備部 

Ｃ-2 低炭素まちづくり （3）ヒートアイランド対策の推進 

② 緑化の推進 

(事業概要) 

地球温暖化防止、温熱環境の改善、自然環境の創出を図ることを目的として、生垣造成、及び建

築物の屋上・壁面の緑化を推奨し、これら緑化を行う区民に助成します。 

また、緑のカーテンなどの講習会を開催します。 

(内容)  

【生垣造成助成】 

○区ホームページや区報への掲載、各種イベント等で周知しました。 

助成実績  10件 154ｍ 

【植栽帯造成助成】 

○ブロック塀の撤去及び緑化の推進を図るため、令和元年度に新設。区ホームページや区報へ

の掲載、各種イベント等で周知しました。 

助成実績 ０件 

【屋上・壁面緑化助成】 

○区ホームページに掲載し、周知しました。 

助成実績 ２件 60㎡ 

【緑のカーテン講習会】 

○省エネルギー効果のある「緑のカーテン」を広く区民に周知し、楽しみながら継続的に取り

組める地球温暖化対策として、栽培方法などを習得する講習会を開催しました。 

４月 13日 （土） 大田文化の森    参加者 90人 

４月 19日 （金） 消費者生活センター 参加者 60人 

横断幕、懸垂幕の掲出 
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Ｃ-2 低炭素まちづくり （3）ヒートアイランド対策の推進 

③ 打ち水の普及促進 

(事業概要) 

打ち水イベントの開催や用具等の貸出等により、ヒートアイランド対策としての打ち水の普及を

図ります。 

(内容)  

【おおた打ち水大会】 

〇ヒートアイランド対策及び地球温暖化対策の推進を目的に、大蒲田祭（蒲田東口商店街）で

「おおた打ち水大会」を開催しました。 

８月４日（日）  参加者 約 300人 

【打ち水支援事業】 

〇打ち水の普及促進を目的に、打ち水用具の貸し出し及び給付を行いました。 

貸出件数 ０件  給付件数 51件 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緑化普及講座】 

○ハーブやキッチンガーデンなどの身近なみどりをテーマに、幅広く区民の方にみどりに親し

んでいただき、緑のまちづくりを進めていくために開催しました。 

５月18日（土）  池上会館      参加者86人 

６月８日（土） 消費者生活センター 参加者89人 

＜担当部＞環境清掃部 

おおた打ち水大会 
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Ｃ-3 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 （2）区民・事業者の導入の支援 

① 再生可能エネルギー等の普及促進 ☆ 

(事業概要) 

区内における再生可能なエネルギー等の普及促進に向けて検討を行います。 

(内容)  

〇先駆的な取組みを実施する他の自治体の事例について、調査しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｃ-3 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 （2）区民・事業者の導入の支援 

② 大規模開発時における再生可能エネルギーの導入促進 ☆ 

(事業概要) 

「地域力を生かしたまちづくり条例」により大規模開発時の再生可能エネルギーの導入を促進し

ます。 

(内容)  

○「地域力を生かした大田区まちづくり条例」第 63 条の再生可能エネルギーの活用に基づき、

再生可能エネルギー導入計画書の提出を受けました。 

提出件数 128件  うち導入予定  太陽光発電システム４件（35.3kW） 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｃ-3 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 （1）区有施設への積極導入 

① 区有施設への再生可能エネルギー設備等の導入、エネルギーの効率化・最適化設備の利用  

促進 ☆ 

(事業概要) 

区有施設の建設等の際には、再生可能エネルギーや高効率の設備の導入など環境配慮型の施設を

検討します。 

また、導入したシステムを活用し、平常時の電力ピークカット等、エネルギーの効率的な活用を

図り、温室効果ガスの削減を図ります。 

(内容)  

〇大田青少年交流センター大規模改修工事で太陽光発電設備 20kW（屋上パネル）を設置しまし

た。 

【環境性の高い電力の調達】 

〇区有施設で使用する電力の環境性向上を目的とした庁内検討会を開催しました。 

 実施回数  ２回 

〇庁内検討会での検討結果を踏まえ、区有施設の電力調達の基本的な考え方を「大田区電力調達

方針」として示しました。 

＜担当部＞企画経営部、都市基盤整備部、環境清掃部 

大田区青少年交流センター 

太陽光発電設備 20ｋｗ 
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Ｃ-3 環境にやさしいエネルギー等の導入拡大 （3）次世代エネルギーの普及促進 

① 次世代エネルギーの普及促進 ☆ 

(事業概要) 

環境にやさしい次世代エネルギーの普及促進のため、情報提供を図ります。 

(内容)  

【こども環境教室】 

○燃料電池車（公用車）と企業のCSRを活用し、｢こども環境教室｣を開催しました。 

・「燃料電池車の出前授業」  小学校１校、参加者67人 

・「ものづくり教育・学習フォーラム（教育委員会主催）」への出展 

１月18日（土） 大田区産業プラザ  参加者600人 

○次世代エネルギーの普及促進を目的に、「第19回エコフェスタワンダーランド」において、水素

をつくる自転車、燃料電池のしくみ、風力・水力発電のしくみ、PaperLabのしくみ、手回し発

電機を使っての列車の走行についてなど体験型の展示を実施しました。また、デジタル地球儀

｢触れる地球｣の展示、「ガラスの地球を救え」の上映などを行いました。 

２月16日（日）  東六郷小学校  参加者約250人 

協力団体：東京ガス(株)、東京電力パワーグリッド(株)、エプソン販売（株）、クール・ネ

ット東京 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ-4 地球温暖化対策を促すための主体間連携の強化や新たな仕組みの整備 

（1）区民等・事業者・行政の連携強化 

① 大田区地球温暖化対策地域協議会との連携 

(事業概要) 

「地球温暖化対策推進法」に基づき設置した「大田区地球温暖化対策地域協議会」と区が連携し、区

民、事業者等に向けた地球温暖化対策の普及啓発及び支援に取り組むとともに、区が取り組むべき施

策や効果的な実施方法について検討します。 

また、地球温暖化対策に取り組む区民団体や事業者に関する情報を収集し、区民、事業者、区の情報

共有を図るとともに、地域主体の地球温暖化対策を推進します。 

(内容) 

【地球温暖化対策地域協議会と区の連携による普及啓発活動】 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、エコレシピコンクール最優秀作品を活用したエ

コライフ講習会「環境にやさしいお料理教室」を開催しました。 

 ７月 26日（金） 佐伯栄養専門学校  参加者 40人 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、自治会町会等が開催する省エネ講習会に講師を

派遣しました。 

ものづくり教育・学習フォーラム 

 

燃料電池車の出前授業（入新井第四小） 
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・地域力推進蒲田西地区委員会 11月20日（水） 参加者50人 

・地域力推進馬込地区委員会  12月12日（木） 参加者40人 

・地域力推進久が原地区委員会 ２月19日（水） 参加者35人 

〇家庭における省エネ行動の促進と児童の環境意識の向上を目的に、夏休みバス見学会を開

催しました。 

 ８月８日（水）大田清掃工場・（株）リーテム東京工場    参加者 17組 36人 

○地球温暖化防止活動の普及を目的に、「ＯＴＡふれあいフェスタ」に出展し、環境クイズ

を実施しました。 

11月２日（土）、３日（日）   参加者約 2,300 人 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ-4 地球温暖化対策を促すための主体間連携の強化や新たな仕組みの整備 

（1）区民等・事業者・行政の連携強化 

① 区民運動「おおたクールアクション」の推進 

(事業概要) 

区民・団体・事業者・区が連携・協力して地球温暖化対策を実践する区民運動「おおたクールアクショ

ン」を推進します。区民一人ひとりが省エネ・３Ｒ・グリーン購入を実践する「低炭素ライフスタイ

ル」への転換をめざします。また、運動に賛同した団体・事業者による取組みの共有・発信を通じて、

区内全体に活動の輪を広げていきます。 

(内容) 

【おおたクールアクションのつどい】 

〇区民運動「おおたクールアクション」のキックオフイベントとして「おおたクールアクシ

ョンのつどい」を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑止するため延期

しました。 

 ３月 27日（金） 大田区産業プラザ PiO コンベンションホール 【延期】 

 基調講演「ＳＤＧｓで自分を変える未来が変わる」 

    博報堂 DYホールディングス CSR担当部長  

    神奈川県顧問（SDGs 推進担当）川廷 昌弘氏  

 

見直し後 

OTAふれあいフェスタ「環境クイズ」 

 

 省エネ講習会 
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【団体・事業者との連携・協力】 

〇区民運動「おおたクールアクション」の趣旨に賛同する団体・事業者からの賛同登録を受

け付けました。 

 賛同登録数 50団体（３月 31日現在） 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

Ｃ-4 地球温暖化対策を促すための主体間連携の強化や新たな仕組みの整備 

（2）他地域と連携した取組みの推進 

① 他自治体等との連携による二酸化炭素（CO2）呼吸量の確保 

(事業概要) 

他の政策で削減量が十分でない温室効果ガスについて、国内友好都市（長野県東御市、秋田県美

郷町、宮城県東松島市）や多摩川上流の他自治体等と連携し、森林保全、再生可能エネルギー発

電による電力の購入等を通じた二酸化炭素（CO2）吸収量の確保を図ります。 

(内容) 

○他の施策を優先的に実施しているため、具体的な取組みは実施していません。 

                                      ＜担当部＞環境清掃部  
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基本目標Ｄ 自然共生社会の構築 

Ｄ-1 生物多様性の社会への浸透 （1）生物多様性の理解促進 

① 生物多様性の普及啓発 

(事業概要) 

自然観察路調査等を基に、多種多様な生物が生息できる環境づくりの啓発を進めます。 

(内容)  

○絶滅危惧種である渡り鳥「コアジサシ」の講演会を開催しました。 

12月８日（日） 参加者 92人 

○「コアジサシ」営巣地整備  

３月 28日（土）、３月 29日（日）ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

〇自然観察路内に設置している案内板により、特徴的な動植物を紹介し、生物多様性について

も啓発を行っています。 

○自然観察路の調査結果は、区のホームページで公開しています。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｄ-1 生物多様性の社会への浸透 （1）生物多様性の理解促進 

② 区民体験型の自然環境調査の実施 

(事業概要) 

今ある貴重な自然を守り、育てていくために、区内の自然環境や動植物などの実態や変化を区民

等と共に常に把握し、多様な生き物が息づく緑のまちづくりに活かしていきます。 

(内容)  

○「大田区の身近な生物・植物」をテーマに、生物や植物について専門調査を行うとともに、

区民と協働で調査会を行いました。 

［区民参加調査］ 

11月24日（日）  参加者19人 

１月12日（日） 参加者28人 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｄ-2 人と自然の関係の再構築 （1）地域による緑づくりへの支援 

① 地域のみんなのみどりづくり 

(事業概要) 

18 地区のまちの個性を、地域住民の連帯と協働の象徴として「まちの緑」で表現するほか、助成

制度を活用した緑の支援を拡充します。 

（内容） 

【まちの緑の図、その他 PR 活動】 

〇18色の「まちの緑の図」を区ホームページで公開し、区ツイッターにて開花情報等を発信す

るほか、「18色の緑づくり」と連携したパネル展を開催しました。 

【PR活動】 

○18地域の特色や魅力はもとより、18地域の主体的な取り組みを取りまとめた「18色の特色あ

る地域づくり」の中で、「18色の緑づくりの取組」についても掲載しています。区政情報コ

ーナー等で閲覧でき、区のホームページにも公開しています。 

【「地域の花」の植栽】 

○平成 26年度から 18地域で地域の象徴として花を選定しています。自治会・町会をはじめと

する地域の方々、学校等と連携し、春・秋にプランター等への植栽を実施しました。 

【18色の緑づくり支援】 
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○18色の緑づくり支援事業として、各地域の花を選定し、自治会・学校など、地域の方々のご

協力をいただき、花づくりを通じて、活力ある地域づくりを推進しました。 

○各地域が「地域の花」を決め、自治会・学校など、地域の方々のご協力で、花づくりを通じ

て、活力ある地域づくりを推進しています。18色の緑づくり支援事業として、以下の事業を

行いました。 

○区民の方が地域の花の育て方などを学ぶ機会として、育成講習会を開催しました。 

 ・特別出張所で開催した育成講習会 

５月８日（水） 羽田特別出張所  参加者40人 

５月29日（水） 蒲田東特別出張所 参加者36人 

６月13日（木） 久が原特別出張所 参加者20人 

６月28日（金） 鵜の木特別出張所 参加者30人 

10月16日（水） 嶺町特別出張所  参加者18人 

10月26日（土） 新井宿特別出張所 参加者40人 

11月７日（木） 久が原特別出張所 参加者13人 

11月８日（金） 入新井特別出張所 参加者８人 

11月14日（木） 蒲田西特別出張所 参加者47人  

○交流会 

10月６日（日） 池上会館 参加者 110人 

○園芸体験 

11月17日（日） 産業プラザ PiO（「おおた住まいづくりフェア」内） 参加者 60人 

○巡回調査（令和元年４月～２年３月）         計77回 

○区内外に事業と地域の活動を紹介するため、ＯＴＡふれあいフェスタ、おおた住まいづくり

フェア等への出展、区ホームページに掲載等行いました。 

【緑づくり助成】 

○生垣造成、植栽帯造成及び屋上緑化・壁面緑化の助成については、区ホームページ等で周知

しました。 

＜助成実績＞ 

生垣造成助成 10件 154ｍ 

植栽帯造成助成 ０件 

屋上緑化・壁面緑化助成 ２件 60㎡ 

＜担当部＞環境清掃部、まちづくり推進部、地域力推進部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18色のみどりづくり（地域の花） 18色のみどりづくり（地域の花） 18色のみどりづくり（ロゴ） 
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Ｄ-2 人と自然の関係の再構築 （2）緑を支える仕組みづくり 

① みんなの緑づくり 

(事業概要) 

公園や道路、河川、公共施設など公共空間にある「みんなの緑」を、地域や各種団体、企業など

の地域力に支えられながら、区民と共に、守り、育て、活かす取組みをさらに拡げていきます。 

(内容)  

【ふれあいパーク活動】 

〇活動団体数 124団体 1,342人 

〇ＰＲパンフレットの配布、ふれあいパークニュースの配布 

〇ポスター、区報等でふれあいパーク活動内容を紹介 

〇区役所１階でパネル展を実施し、来庁者に活動内容を紹介 

【おおた花街道】 

〇活動地区数 ７地区、13 団体、延べ参加人数約 950人 

〇地域の自主的な維持管理の試行(田園調布二丁目地区など５地区) 

〇NPO団体による中間支援型の試行 (大岡山駅前広場) 

〇民間企業による社会貢献事業参加型の試行（久が原地区〈ライラック通り〉） 

＜担当部＞都市基盤整備部 

 

Ｄ-2 人と自然の関係の再構築 （2）緑を支える仕組みづくり 

② 緑のまちづくりのための基本的な仕組みづくり 

(事業概要) 

地域力に支えられた緑のまちづくりを着実に進め、緑を守り、つくり、育て、そして親しみ、後

世に引き継いでいくために、緑のまちづくりを支える基本的な仕組みをつくります。 

(内容)  

【グリーンプランおおたの推進】 

〇緑の基本計画「グリーンプランおおた」に基づく各みどり施策を推進するため、グリーンプ

ランおおた推進会議を開催しました。 

・公募による区民委員の決定 

・区民公募委員との意見交換会の開催（１回） 

・推進会議の開催（３回、公園等の現場見学含む） 

・庁内推進会議及び作業部会による事業の検討 

〇区内の巨木やシンボルツリーなど後世に残したいみどりとして指定した「おおたの名木選」

を広く周知するために、パンフレット・しおりの配布、各種イベントでのパネル展示等によ

り,広報を行いました。 

＜担当部局＞まちづくり推進部、環境清掃部 

18色の緑づくり（育成講習会） 
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Ｄ-2 人と自然の関係の再構築 （3）野生生物の保護・管理 

① 絶滅のおそれのある野生生物の調査 

(事業概要) 

自然観察路調査や生物生息調査を行い、区内の絶滅危惧種の把握に努め、保護を呼びかけます。 

(内容)  

○区内NPOと連携して絶滅危惧種である渡り鳥「コアジサシ」の観察会開催や営巣地整備を実施

しました。観察会では飛来数などの説明や確認を行いました。 

観察会      ６月15日（土） 雨天中止、６月23日（日） 参加者139人 

営巣地整備  ３月28日（土）、３月29日（日）ともに、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り中止。 

○呑川について目視による鳥類と魚類の調査を実施しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｄ-2 人と自然の関係の再構築 （3）野生生物の保護・管理 

② 特定外来生物の防除  

(事業概要) 

国や東京都との連携により特定外来生物の防除・駆除を進め、在来固有種の保護に努めます。 

(内容)  

○自然観察路調査等を基に外来生物を捨てたり逃がしたりしないように注意喚起の啓発用ポスタ

ーを作成し、公園内等に設置しています。 

＜ポスター設置場所＞ 

田園調布せせらぎ公園、洗足池公園、小池公園、多摩川台公園、宝来公園、丸子川六郷用水 

○ハクビシン、アライグマの捕獲を区民と協働して、平成26年８月から開始しました。令和元年

度は、150件箱わなを設置し、ハクビシン40頭、アライグマ１頭を捕獲しました。 

○自然観察路調査等を基に外来生物を捨てたり逃がしたりしないように注意喚起の啓発用ポスタ

ーを作成し、公園内等に設置しています。 

＜担当部＞環境清掃部、都市基盤整備部 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （1）緑の環境軸の形成 

① 臨海部における緑の拠点形成 

(事業概要) 

羽田空港跡地第１ゾーンにおいて、市街地に隣接した親水及び緑地空間を創出して、環境との共生

をめざし、潤いとやすらぎのスペースを整備します。 

臨海部埋立地域の海上公園や緑道などのみどり資源を、より区民に身近なものとして活用し、新た

な海辺の魅力創出に取り組むなど、臨海部運河沿いのみどりづくりを進めます。 

(内容) 

【羽田空港跡地第１ゾーン整備方針に基づく土地利用の推進】 

○空港跡地第１ゾーンにおける道路、駅前広場等、各種基盤施設の整備に向け、独立行政法人都

市再生機構による羽田空港跡地地区土地区画整理事業の基盤整備工事が進められました。 

【海上公園の移管整備】 

〇京浜島ふ頭公園の移管に向けた東京都港湾局との調整 

【運河沿いのみどりづくり（臨海部における緑の拠点形成）】 

〇散策路整備や海上公園の移管整備等、緑の拠点形成に寄与する整備及び調査、検討を行った。 

【新スポーツ健康ゾーンの整備】 

〇（工事）昭和島二丁目公園（壁打ちテニス） 

〇（工事）森ケ崎公園（サッカー場） 

田園調布 イチョウ並木 
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【海辺の散策路整備】 

〇（工事）貴船堀（歩道橋等） 

【公共溝渠の整備】 

〇（工事）旧呑川緑地拡張、南前堀（埋立工事） 

＜担当部＞空港まちづくり本部、都市基盤整備部 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （1）緑の環境軸の形成 

② 緑の骨格づくり 

(事業概要) 

呑川の側道に街路樹を植樹します。また、路面温度上昇を抑制するため、遮熱性舗装などで散策

路を整備します。 

このほか、沿川の歴史と環境を活かした観光スポットとしての観点からサイン計画を策定し、散

策路にサインを設置していきます。 

(内容)  

【呑川緑道の整備（風の道のまちづくり）】 

〇（工事）東雪谷三丁目、延長 120ｍ 

〇民間開発指導時の協力要請実施（緑道幅員の確保・沿道緑化等） 

＜担当部＞都市基盤整備部 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （2）水の環境軸の形成 

① 水辺環境のネットワークづくり 

(事業概要) 

河川や池沼、臨海部の海辺などに残された貴重で多様な水辺環境を保全するとともに、新たな緑

づくりの中で水辺環境の保全・再生に取り組みます。また、公園・緑地や既存の樹林地、河川、

池沼、海浜などの水辺環境のネットワーク化を進めます。 

(内容)  

【海上公園の移管整備】 

〇京浜島ふ頭公園の移管に向けた東京都港湾局との調整 

【新スポーツ健康ゾーンの整備】 

〇（工事）昭和島二丁目公園（壁打ちテニス） 

〇（工事）森ケ崎公園（サッカー場） 

【海辺の散策路整備】 

○（工事）貴船堀（歩道橋等） 

【呑川緑道の整備（風の道のまちづくり）】 

〇（工事）東雪谷三丁目、延長 120ｍ 

〇民間開発指導時の協力要請実施（緑道幅員の確保・沿道緑化等） 

【桜のプロムナードの整備】 

〇整備計画の見直し 

【サイン整備】 

〇サイン整備（北千足三丁目、中央五丁目） 

【公共溝渠の整備】 

〇（工事）旧呑川緑地拡張、南前堀（埋立工事） 

＜担当部＞都市基盤整備部 
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Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （3）身近な緑の確保 

① 貴重な緑の保全 

(事業概要) 

大規模公園・緑地や河川、海浜などの自然地や桜の名所などを保全・再生し、後世に引き継いで

いきます。また、民有地内の樹林・樹木や区内にわずかに残されている貴重な農地の保全を進め

ます。 

(内容)  

【桜の名所の保全・再生】 

○洗足池公園や多摩川台公園、馬込の桜並木など、区内の桜の名所を後世に引継いでいくた

め、ソメイヨシノなどの桜の保護や植替え、環境改善による維持更新等に取組みました。 

・洗足池公園：樹木更新工事（２本） 

・多摩川台公園：樹木更新工事（５本） 

【民有緑地の保全】 

〇特別緑地保全地区の指定  

・１件 南馬込五丁目 0.09h 

〇区民緑地の新規の申出・指定はありませんでした。 

【農地の保全】 

〇生産緑地地区の指定 

・１件 西嶺町 0.04ha 

【樹木・樹林の保護】 

○保護樹木等の指定状況、制度の周知 

・保護樹木 1,061本 保護樹林 87か所 保護つる性樹木 １か所 保護生垣 ６か所 

（３月 31日現在） 

・区報、区ホームページで制度の周知をし、併せて樹木の適正管理について啓発を行いまし

た。 

・各種イベントでのパンフレット配布により、制度の周知をしました。 

＜担当部＞まちづくり推進部、都市基盤整備部、環境清掃部 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （3）身近な緑の確保 

② 公園・緑地の整備 

(事業概要) 

緑の骨格拠点や地域の活動拠点となる公園・緑地の整備を進めます。 

以下の３つの方針に基づき、公園の整備を進めます。 

【地域に根ざした公園・緑地の整備】 

【拠点公園・緑地の整備】 

【大規模公園・緑地の魅力アップ】 

(内容)  

【公園・緑地の新設および拡張整備の推進】 

○新設整備 ２か所  

仲六郷二丁目公園 1,357.57 ㎡、大鳥居児童公園 966.58㎡ 

○拡張整備 ５か所  

あじさい児童公園 922.92 ㎡（581.01㎡増）、ソラムナード羽田緑地 15,198.80 ㎡（4,001.15

㎡増）、旧呑川緑地 22,326.09 ㎡（577.57㎡増）、あさひ海老取川公園 8,121.48 ㎡

（5,037.54㎡増）、洗足池公園 77,964.94（1,014 ㎡増） 

【魅力ある公園のリニューアル】 

○改修整備 １か所 
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（工事）多摩川台公園（バリアフリー工事） 

○遊具改修 ４か所 

（工事）大田区公式キャラクター（はねぴょん）遊具 新規設置工事 

美原児童公園、南前堀緑地、多摩川台公園、上池台三丁目公園 

【拠点となる公園・緑地の整備】 

○都市計画公園・緑地の整備 ２か所 

（設計）平和島公園、洗足池公園 

（工事）平和島公園、洗足池公園、ソラムナード羽田緑地  

【大規模公園・施設の再生】 

○（基本計画策定）平和島公園水泳場（施設改修） 

平和島公園水泳場の基本計画業務から設計業務まで、一連業務についてプロポーザル方式を

導入しました。審査結果により、優先交渉権の得た事業者と契約を締結しました。 

〇（工事）大田スタジアム（大規模改修工事しゅん工） 

＜担当部＞都市基盤整備部 

 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （3）身近な緑の確保 

③ 道路空間の緑化推進 

(事業概要) 

水と緑のネットワークの充実を図るため、洗足流れ・馬込桜並木・内川に至る道路を散策路とし

て整備するとともに、サイン整備を進めていきます。また、馬込桜並木の桜再生（枯損木植替え）

を進めます。 

(内容)  

【桜のプロムナードの整備】 

〇整備計画の見直し 

【サイン整備】 

〇サイン整備（北千足三丁目、中央五丁目） 

＜担当部＞都市基盤整備部 

 

 

Ｄ-3 水と緑のネットワークの構築 （3）身近な緑の確保 

④ 公共施設の緑化推進 

(事業概要) 

「大田区公共施設整備計画」第２部第１章の「公共建築物整備のあり方」にあるように、環境負荷

低減の取組みとして、道路に接する部分に緑を確保する「接道緑化」をはじめ、地上部の緑化に加

えて屋上や壁面、ベランダ等を緑化する「屋上等緑化」を推進します。 

また、地球にやさしいまちづくりとともに、子どもたちの環境教育の充実を図るために、学校施設

を活用した緑化を推進します。 

(内容)  

【緑化した学校数（令和元年度まで）】 

・区立小・中学校 87校中 57校 

【壁面・屋上緑化・校庭緑化等】 

・志茂田小・中学校の地上緑化（2,810㎡） 

＜担当部＞企画経営部、教育総務部 
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Ｄ-３ 水と緑のネットワークの構築 （4）歴史と文化のまちなみづくり 

① 歴史と文化と自然の散歩道づくり 

(事業概要) 

区内に残されている歴史的、文化的に貴重な資源を活かしたみどりのまちづくりを進めていくた

めに、区内の景観みどり資源を最大限に活かすとともに、広く区民等や来訪者に親しんでもらえ

るような、地域の歴史・文化性や自然の魅力を探訪できる散歩道づくりに取り組みます。 

(内容)  

〇馬込文士村のエリア内、佐伯山緑地付近に桜のプロムナードのサインを新たに２箇所設置しま

した。 

＜担当部＞都市基盤整備部 

Ｄ-４ 生物多様性の保全・再生 （１）エコロジカルネットワークの形成 

① 生き物の生育・生息空間づくり ☆ 

(事業概要) 

生き物が生育・生息できる空間を確保するため、10 か所の緑の拠点、緑の環境軸及び水の環境軸

の一部や区管理の公園において、必要に応じて国や東京都との連携を図りながら、生物多様性に

配慮した緑地管理を実施します。 

(内容)  

○大森ふるさとの浜辺公園では、生き物の生息に配慮してヨシ原の粗放管理を実施しました。 

○馬込自然林緑地においては、区内の貴重な自然林を後世に引き継ぎ、また、生き物の生息環境を

残すため、現状の植栽環境を維持していくよう管理しました。 

＜担当部＞都市基盤整備部 

緑化種別ごと延べ面積内訳（令和元年度） 

    ※公共施設（学校含む） 
学校緑化の校数・延べ面積 

学校緑化の校数・延べ面積 
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Ｄ-４ 生物多様性の保全・再生 （１）エコロジカルネットワークの形成 

② 区民等が行うビオトープづくりの活動支援 ☆ 

(事業概要) 

区が管理する公園や施設等の一部を開放するなどして、区民等や区民活動団体が主体的に取り組

むビオトープづくりや生き物の保全活動を支援します。 

(内容)  

○「田園調布せせらぎ公園」で田んぼづくりをしている環境団体への支援、NPO との連携による本

門寺公園や大師橋干潟等での自然観察会、コアジサシの保護活動（森ヶ崎水再生センター屋上）

を進める NPO との連携による観察会や支援、区民による水辺の楽校の活動への支援等を実施し

ました。 

＜担当部＞環境清掃部、都市基盤整備部 

Ｄ-4 生物多様性の保全・再生 （1）エコロジカルネットワークの形成 

③ ブルートライアングルプロジェクトとの連携 ☆ 

(事業概要) 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたアオスジアゲハをシンボルとした「お

もてなしのまちづくり」として、バタフライガーデンやバタフライコーナーなどの環境整備や環

境学習等の取組みを進めます。 

(内容) 

【ブルートライアングルプロジェクト】 

○バタフライガーデンの整備（東調布公園）を実施しました。 

○蒲田地区公園内花壇の花苗植栽を実施しました。 

○大森南圃場において、ブルートライアングル事業を視野に入れた整備計画を策定しました。 

○大森東いつつのわふれあい祭りに参加し、ブルートライアングル事業の PR（パネル展、大森圃

場での蝶の展示等）を実施しました。 

○自然観察会等で「ブルートライアングルプロジェクト飼育体験マニュアル」を活用しました。 

○自然観察会「アオスジアゲハを探しに行こう！」（田園調布せせらぎ公園）を実施しました。 

６月 23 日（日） 参加者 31 人 

○「特色ある教育」の一環として、ブルートライアングルプロジェクトへ積極的に参画し、全学級

でのアオスジアゲハの飼育と観察、放蝶を行っており、これらの活動を通して環境学習への意

欲が高まっています（大森第五小学校）。 

＜担当部＞観光・国際都市部、都市基盤整備部、環境清掃部、教育総務部 

自然観察会 

「アオスジアゲハを探しに行こう！」 
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基本目標Ｅ 循環型社会の構築 

Ｅ-1 ごみを出さない生活への転換 （1）発生抑制、再使用の生活様式の促進 

① 生ごみの減量やごみを出さない生活様式への転換 ☆ 

(事業概要) 

循環型社会の構築のため、３Ｒ（リデュース・リユース･リサイクル）推進、食品ロスを少なくす

るための PR により、さらに区民一人ひとりが生ごみの減量やごみを出さない生活様式への転換

が図れるよう啓発を進めます。 

(内容)  

○チラシ・ポスター等による PRを実施しました。 

・清掃だよりの発行               年 10回       

・区施設掲示板啓発ポスターの掲出 年 15回 

・区報への掲載          年 13回 

〇家庭に眠る未利用食品を区に持ち込んでいただき、これを区内の福祉団体等に寄付する「フー

ドドライブ」を実施しました。 

・実施日：（第１回）６月 17日(月)～21日(金)、（第２回）９月９日(月)～13 日(金)、（第３回）

１月 20日(月)～24日(金) 

・回収場所：池上・嶺町・羽田・矢口特別出張所、環境計画課 

・参加者数：計 416人 

・寄付内容：商品数計 3,913 点、重量計 1,159.56㎏ 

〇食品ロスについて「知り」「考える」きっかけを提供することを目的に、区内小・中学校の希望

校を対象にした「食品ロス出前授業」を開始しました。 

・座学形式：３校  ・調理実習：１校 

〇区内事業者から排出される食品ロスについて、食品を必要としている区内の福祉団体等とマッ

チングして有効活用を図る「地産地消型未利用食品マッチング」を実施しました。 

・実績：生鮮食品・加工食品等 790kg、防災備蓄食品 2,226kg（保存水 2,088kg を含む）。 

〇区内で食品ロス削減に取り組む飲食店や食品取扱事業者等を「大田区食べきり応援団」として

登録し、その取組を区として支援、ＰＲすることで、事業者及び消費者への食品ロス削減に対

する意識啓発を図りました。 

・登録数：36事業者（３月 31日時点） 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｅ-1 ごみを出さない生活への転換 （1）発生抑制、再使用の生活様式の促進 

② 商店街やスーパーと連携したごみの発生抑制につながる生活様式の促進 ☆ 

(事業概要) 

使用済みのペットボトルは、集積所（行政回収）のほか、スーパーやコンビニ等の店頭（自主回

収）にて回収の推進に努めています。 

また、３Ｒ（リデュース・リユース･リサイクル）を推進し、ごみを出さない生活様式への転換を

促すため、区民には、買い物には買い物袋を持参してもらいレジ袋や余分な包装を断るよう普及・

啓発を図ります。 

(内容)  

○「資源とごみの分け方・出し方」について転入者向け及び外国語版（英語・中国語・ハングル・

タガログ語・ネパール語・ベトナム語版）を作成しました。また、冊子の発行の他、区ホーム

ページ、区報に掲載し普及・啓発を図りました。 

○「大田区ごみ分別アプリ～資源とごみを分別～」の普及を促進しました。 

 ダウンロード数 8,095件（平成 29年度 11月導入後、累計 20,564件） 

＜担当部＞環境清掃部 
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Ｅ-2 資源循環のまちづくり （2）可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの資源化促進 

① 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの資源化促進 

(事業概要) 

資源の回収方法及び再資源化の手法を見直すことにより、一般廃棄物に含まれる金属類以外の資

源の有効利用と環境負荷の低減を図ります。 

(内容)  

【大田区分別収集計画の推進】 

○第８期大田区分別収集計画(平成 29～33年度)を推進しました。第９期大田区分別収集計画

（令和２～６年度）を策定しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｅ-2 資源循環のまちづくり （2）可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの資源化促進 

② 金属、レアメタル回収の検討 

(事業概要) 

小型家電リサイクル事業※により、一般廃棄物に含まれるレアメタルや鉄分等の金属類を回収し、

資源の循環とごみの減量を図ります。 

※小型家電リサイクル事業 

Ｅ-2 資源循環のまちづくり （1）環境負荷の低減 

① 温室効果ガス削減方策の検討 

(事業概要) 

ごみの収集運搬と焼却処理における温室効果ガス排出量の削減に向けた検討を続けてまいりま

す。 

(内容)  

○安定的・効率的な収集運搬に努めています。 

＜担当部＞環境清掃部 

清掃だより 
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小型家電リサイクル事業には、42か所の区施設等に回収ボックスを設置する拠点回収、イベント等

の機会を利用するイベント回収、粗大ごみ等から選り分けるピックアップ回収があります。 

(内容)  

○小型家電リサイクル事業として、区内 42か所で拠点回収を実施しました。また、ＯＴＡふれ

あいフェスタ等のイベントでも回収を行い、レアメタルや鉄分等有価物を 3.84ｔ回収し売却

しました。 

○自己持込及び収集した粗大ごみからピックアップ回収を実施し、鉄分等有価物を 1,244.98t

回収し売却しました。 

○不燃ごみから小型家電及び有価物のピックアップ回収を実施し、鉄分等有価物を 955.96t回

収し売却しました。 

〇「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は平成 30年度をもって終了しまし

た。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （1）ごみの適正な分別の徹底 

① 排出ルールの周知 

(事業概要) 

「資源とごみの正しい分け方・出し方」パンフレットを作成し、転入者等区民へ配布するほか、

環境学習やごみ減量啓発事業において、ごみの分別徹底と資源化を推進する資料として活用しま

す。また、外国人にもごみや資源の分別排出ルールを浸透させるため、多言語でのパンフレット

等を作成し配布します。 

集積所に誤った出し方をした場合には、警告シール等により、適正な排出を周知しています。 

(内容)  

○パンフレット・リーフレットを配布しました。 

「資源とごみの分け方・出し方」 

 ・転入者向け 70,000部作成しました。 

  特別出張所、戸籍住民課住民係、清掃事務所等で配布しました。 

 ・外国語版(英語、中国語、ハングル、タガログ語、ネパール語、ベトナム語版）を作成しま

した。 

特別出張所、戸籍住民課住民係、清掃事務所等で配布しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資源とごみの分け方・出し方 パンフレット 小型家電回収ボックス（拠点回収） 
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Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （1）ごみの適正な分別の徹底 

② 資源持ち去り対策の徹底 

(事業概要) 

区民等が安心できる資源循環を図ることを目的として、区民等が分別した資源を行政が確実に回

収するために、定期的な早朝パトロールを実施し、資源の持ち去り行為を防止します。 

(内容)  

【資源】 

○資源持ち去り防止のためパトロール車を３台で実施しました。 

・委託によるパトロール 

 月曜日から土曜日の午前６時 30分から午前９時まで実施しました。 

 実施日数 310日 

・職員によるパトロール 

 随時実施しました。 

・警告書 69件、命令書５件発行 

・警察による送検１件 

○資源持ち去り防止対策について区報や区ホームページに掲載し周知を図りました。 

・区報掲載 ３月 11日号に掲載しました。 

・区ホームページに常時掲載しています。 

＜担当部＞環境清掃部 

Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築  

（2）区民等が参加しやすいリサイクルの仕組みの構築 

① 資源回収の充実 

(事業概要) 

ペットボトルや食品トレイなどに加え平成 27年 10月から開始した、発泡スチロールの集積所回

収の周知を更に進めるとともに、大田区分別収集計画に基づいた資源回収の充実を図ります。 

(内容)  

○区設掲示板を活用し雑がみの周知を行うなど資源回収の充実を図りました。 

＜担当部＞環境清掃部 

Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （3）大田区清掃・リサイクル協議会との連携 

① ごみの減量と資源の有効活用 

(事業概要) 

大田区清掃・リサイクル協議会に対して積極的に情報提供を行い、ごみの減量・リサイクル推進

のための協議を行い、ごみ減量・リサイクルを進めていきます。 

(内容)  

【大田区清掃・リサイクル協議会の開催】 

○開催回数３回 

・循環型社会の実現に向けたごみと資源の流れと分担、有用金属の資源化の取り組み、徹底した

分別によるリサイクルの推進、普及・啓発事業等に関する情報提供を行い、周知に関する意見

をいただき、施策に反映させました。 

・中央防波堤埋立処分場、粗大ごみ破砕処理施設、不燃ごみ処理センターを見学しました。ごみ

の排出の抑制や資源の有効活用等を学びました。 

＜担当部＞環境清掃部 
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Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （4）安定的・効率的な清掃事業の構築 

① 安定的・効率的な清掃事業の構築 

(事業概要) 

安全で効率的に事業を行うため、計画的に清掃事務所などの整備を行います。整備に当たっては、

地球に優しい施設づくりを積極的かつ計画的に進めます。 

(内容)  

○(仮称)多摩川清掃事務所の令和２年度の竣工に向け、既存施設の解体工事中に確認された埋

設物を撤去し、新設事務所の基礎躯体工事等に着手して、基盤整備を行いました。 

○安定的で持続可能な収集業務ごみ収集体制の構築を目指し、可燃ごみ収集業務の一般財団法

人大田区環境公社への委託を平成 30年度に引き続き実施しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （4）安定的・効率的な清掃事業の構築 

② ボランティアごみの収集支援の促進 

(事業概要) 

公共の場所の清潔保持及び向上を目的とするボランティア活動や地域的な無償奉仕活動により

一時的に排出されるごみに対し、ごみの処分手数料の減免制度を設けることにより活動の支援を

継続して実施します。 

(内容)  

○ごみの処分手数料について減免を行いました。 

・減免率  全額免除 

・取扱件数 225件 

＜担当部＞環境清掃部 

Ｅ-3 安定的・効率的な清掃事業の構築 （4）安定的・効率的な清掃事業の構築 

③ 高齢者等への戸別収集サービス 

(事業概要) 

ごみを自ら集積所までだすことが困難な高齢者等の世帯に対して、ごみを戸別に訪問収集するこ

とで、日常生活の負担を軽減し、在宅生活の継続を支援します。 

(内容)  

○対象者となる方のみで構成されている世帯で、自ら集積所へごみを持ち出すことが困難であ

り、他の方の協力を得ることができない世帯のごみを収集します。 

・実施世帯 389世帯 

＜対象者＞ 

・要介護２以上に認定されている。 

・身体障害者障害程度１・２級に認定されている。 

・その他区長が認めたとき。 

＜担当部＞環境清掃部 
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Ｅ-4 事業者処理責任の徹底  

（1）事業系廃棄物の自己処理責任の徹底及び事業者に対する適正排出の徹底 

① 事業用建築物の所有者に対する廃棄物の減量及び適正分別排出の指導強化 

(事業概要) 

延べ床面積 3,000 ㎡以上の事業用建築物の所有者に対して発生抑制や排出抑制などごみ減量を

促すとともに、適正分別排出を指導します。 

(内容)  

○「事業用大規模建築物における再利用計画書」の提出 

・依頼  579物件 

（延べ床面積 3,000㎡以上の全事業用建築物を対象） 

・立入指導 283物件（上記 579物件中） 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ-4 事業者処理責任の徹底  

（1）事業系廃棄物の自己処理責任の徹底及び事業者に対する適正排出の徹底 

② 廃棄物等保管場所設置の指導の強化 

(事業概要) 

延べ床面積 3,000㎡以上の事業用建築物や集合住宅の建設に際しては、条例に基づく廃棄物等保

管場所の設置が履行されるよう、建設者への指導を強化します。今後は、廃棄物等保管場所が拡

充されるように、この基準の見直しを検討します。 

(内容) 

○廃棄物保管場所事前届出    21件 

（延べ床面積 3,000㎡以上の大規模建築物で、可燃ごみ・不燃ごみの保管場所（集団住宅は

資源を含む）） 

○再利用対象物保管場所事前届出 11件 

 （事業用途に供する部分の延べ床面積 3,000㎡以上の建築物の資源保管場所） 

＜担当部＞環境清掃部 

Ｅ-4 事業者処理責任の徹底  

（1）事業系廃棄物の自己処理責任の徹底及び事業者に対する適正排出の徹底 

③ 廃棄物の排出量基準の変更の検討 

(事業概要) 

現行、区は１排出日 50 ㎏以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、民間廃棄物業者に

よる処理をするよう指導しています。事業系廃棄物の自己処理責任の徹底と、区が収集運搬する

廃棄物を減量するため、この廃棄物の排出量基準の見直しを検討します。 

(内容)  

○事業系廃棄物の排出状況の分析、他区の排出量基準の見直し状況調査などを踏まえ、引き続き

排出基準の見直しの検討を行っていきます。 

＜担当部＞環境清掃部 
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基本目標Ｆ 持続可能な地域づくりのための学習と参加の場の創出 

Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （1）環境推進リーダーの育成・活動支援 

① 環境推進リーダー育成・活動支援 ☆ 

(事業概要) 

地域の環境教育を担い、より良い環境づくりに向け、地域のリーダーとしての活躍が期待される

環境推進リーダーを育成するため、大学や区内の環境 NPO等と連携した講座を開催します。また、

講座修了者が主体的に実施する環境学習プログラムの企画・運営を支援します。 

(内容)  

○地域の環境学習における中心的な役割を担うとともに環境保全における地域のリーダーとな

る人材の育成を目的として、大田区環境マイスター養成講座を実施しました。 

第１回 自然観察路と大田区環境基本計画、自然観察路「縄文のみち」等 

第２回 グループワーク、下水処理の話と見学（下水道局森ヶ崎水再生センター見学）等 

第３回 自然観察路「雑木林のみち」、子ども・親子を対象とした自然体験プログラム、 

身近な水質測定（パックテスト、透視度）等 

第４回 大田清掃工場見学、自然観察路「海と埋立地のみち」等 

第５回 自然観察路「川と干潟のみち」、市民ガイドと自然観察指導、グループワーク等 

第６回 自然観察路「池のみち」、グループワーク 

第７回 グループワーク発表等 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （1）環境推進リーダーの育成・活動支援 

② 職員研修の実施 ☆ 

(事業概要) 

環境を題材とした職員研修を実施し、環境意識の向上に努めます。 

(内容)  

〇区の業務から排出される温室効果ガスの削減と職員の環境配慮意識向上をめざし、区民運動

「おおたクールアクション」の基調講演「ＳＤＧｓで自分を変える未来が変わる」に職員研修

として参加者を募集しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため延期しました。 

 ３月 27日（金） 大田区産業プラザ Pioコンベンションホール 【延期】 

○環境清掃部職員を対象に、区職員として率先垂範するため、環境マイン ドの向上を目的とし

た研修と清掃施設見学を実施しました。 

〇採用２年目職員対象の協働体験研修で、現場体験先のひとつとして区内の環境 NPO活動に参加

しました。 

＜担当部＞総務部、環境清掃部 
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Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （1）環境推進リーダーの育成・活動支援 

③ 環境にかかわる表彰制度等の創設 ☆ 

(事業概要) 

区民、学校、団体、事業所等を対象とした環境にかかわる表彰やコンテスト等を創設し、インセ

ンティブの向上に努めます。 

【「地球にやさしいまちづくりポスター」の募集】 

○区内の小・中学校の児童・生徒を対象に、「地球にやさしいまちづくりポスター」を募集し、

入選作品を大田区ホームページ、環境イベント等で展示しました。また、２月 16日開催の「第

19回エコフェスタワンダーランド in東六郷」の中で表彰しました。 

 応募校数 22校 応募数 243点 表彰数 22点 

【エコレシピコンクール】 

〇地球温暖化防止、食品ロス削減などを目的にエコレシピコンクールを開催しました。 

 ・応募期間 ５月27日（月）～９月18日（水）応募件数148件 

 ・最終審査 12月14日（土）佐伯栄養専門学校 最優秀賞１件 優秀賞２件 入賞３件 

【環境フォトコンテスト（エコフェスタワンダーランド）】 

○区内小・中学校や区内の活動団体に呼び掛け環境に関わる写真を募集し、エコフェスタワンダ

ーランド内で環境フォトコンテストを実施しました。 

参加７団体 応募写真７枚 投票者 189人  

【廃棄物減量及び資源化推進優良事業者の表彰】 

○区内の事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に、自主的かつ積極的に取り組

み、顕著な成果を挙げていると認められる優良事業者を表彰しました。  

・10月の廃棄物管理責任者講習会において、５件の優良な建築物所有者等を表彰しました。 

＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 

【小学校低学年の部】 【中学校の部】 

「地球にやさしいまちづくりポスター展」

令和元年度の最優秀作品 

【小学校高学年の部】 
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Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進 

① 環境学習の推進 ☆ 

(事業概要) 

幼児から大人までの幅広い世代を対象にして、地球温暖化対策、自然や緑の分野をはじめ、保育

園でのごみ減量の学習など循環型社会等について、環境学習を企業の CSRなども活用して進めま

す。 

(内容)  

＜低炭素社会の構築＞  

【こども環境教室】 

○燃料電池車(公用車)と企業の CSRを活用し｢こども環境教室｣を開催しました。 

・「燃料電池車の出前授業」  小学校１校、参加者 67人 

・「ものづくり教育・学習フォーラム（教育委員会主催）」への出展 

１月 18日（土） 大田区産業プラザ  参加者 600人 

【エコレシピコンクール】 

〇地球温暖化防止、食品ロス削減、ごみ減量を目的にエコレシピコンクールを開催しました。 

・応募期間 ５月27日（月）～９月18日（水）応募件数148件 

・最終審査 12月14日（土）佐伯栄養専門学校 最優秀賞１件 優秀賞２件 入賞３件 

【地球温暖化対策地域協議会と区の連携による普及啓発活動】 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、エコレシピコンクール最優秀作品を活用したエコラ

イフ講習会「環境にやさしいお料理教室」を開催しました。 

 ７月 26日（金） 佐伯栄養専門学校  参加者 40人 

〇家庭における省エネ行動の促進を目的に、自治会町会等が開催する省エネ講習会に講師を派遣

しました。 

・地域力推進蒲田西地区委員会 11月20日（水） 参加者50人 

・地域力推進馬込地区委員会  12月12日（木） 参加者40人 

・地域力推進久が原地区委員会 ２月19日（水） 参加者35人 

〇家庭における省エネ行動の促進と児童の環境意識の向上を目的に、夏休みバス見学会を開催し

ました。 

 ８月６日（火）大田清掃工場・（株）リーテム東京工場    参加者 17組 36人 

＜自然共生社会の構築＞ 

○区民協働調査として「大田区の身近な生物・植物調査」を行い、その結果を次年度以降に区内

環境団体と協働で行うパンフレットの作成につなげました。 

＜循環型社会の構築＞ 

○小学生・保育園・児童館を対象とした環境学習の実施 年 45回 

○自治会・町会等を対象とした出前講座の実施  年 10回 

○将来を担う区内の小・中学生を対象に食品ロスについて「知る・考える」きっかけとなるよう

出前授業を座学形式、調理実習形式にて実施しました。 

・座学形式 計３回、調理実習形式１回 

＜担当部＞環境清掃部、教育総務部 
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Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進  

② 環境保全意識の啓発 ☆ 

(事業概要) 

幼児から大人までの幅広い世代を対象にして、地球温暖化対策、自然や緑の分野をはじめ、循環

型社会等について、パネル展示やイベント開催等を通じて、環境保全意識の啓発を行います。 

(内容)  

【環境月間パネル展】 

○区の環境の現状や環境施策を広く区民に周知するため、パネル展を開催しました。 

 ６月 14日(金)～６月 18 日(火) 区役所本庁舎 1階展示コーナー 

【第 19回エコフェスタワンダーランド】 

○子どもを主に、広く区民の環境意識の高揚を図ることを目的として、「地域から考える地球の

未来」をテーマに、区民・事業者・区が協働して開催しました。 

 区としては以下の展示を行いました。 

・「小さな地球環境博物館」 

・「18色の緑づくり取組み紹介パネル展示」 

・「小型家電回収、清掃車のペーパークラフト配布」 

  ２月 16日（日）東六郷小学校 参加 23団体・808人 

出展団体：NPO法人大田・花とみどりのまちづくり、おおたく環境探検隊、大田区環境マイス

ターの会、大森海苔のふるさと館、おもちゃ病院・大田、ガールスカウトケナフおおた、株式

会社環境向学、東京工業大学木倉研究室、NPO法人東京港グリーンボランティア、日東工器株

式会社、呑川の会、羽田ビーチクラブ、羽田水辺の楽校、パルシステム東京南部環境委員会、

富士通株式会社、まち丼、 NPO法人リトルターン・プロジェクト、株式会社菱興社、株式会社

リーテム、ボランティア団体レトロ鍋、ワタミ株式会社、大田区環境清掃部 

＜低炭素社会の構築＞ 

【地球温暖化防止講演会】 

〇地域における地球温暖化防止の機運醸成と取組みを推進するため、地球温暖化防止講演会を開

催しました。 

 ・お天気キャスター依田さんとはねびょんの「地球温暖化ってなんだ!?」 

６月 15日(土) 東京工科大学・日本工学院専門学校３号館地下１階大講義室 

講師 気象予報士 依田 司氏 参加者 500人  

・JAL工場見学 SKY MUSEUM とそらエコ教室「高度１万メートルから考える環境と SDGs」 

12月 15日（日） JALメインテナンスセンター１ 

講師 パイロット 四十物 大輔 氏   参加者 88人 

【おおた打ち水大会】 

〇ヒートアイランド対策及び地球温暖化対策の推進を目的に、大蒲田祭（蒲田東口商店街）で「お

おた打ち水大会」を開催しました。 ８月４日（日）  参加者 約 300人 

〇打ち水の普及促進を目的に、打ち水用具の貸し出し及び給付を行いました。 出件数 ０件  

給付件数 51件 

【イベントヘの出展】 

○区民等の省エネ型行動様式への転換を促進するため、大田区地球温暖化対策地域協議会と協働

で「ＯＴＡふれあいフェスタ」に出展しました。 11月２日（土）、３日（日）   参加者

約 2,300人 

＜自然共生社会の構築＞ 

【多摩川河川敷清掃活動～グリーンアクションたまがわ～】 

○多摩川河川敷を歩きながらごみを拾い、自然環境保護の大切さを考えることを目的に開催しま

した。併せて自然環境団体等によるパネル展、ペットボトルキャップの回収も実施しました。 

５月 26日（日） 参加者 1,977人 
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【緑のカーテン講習会】 

○省エネルギー効果のある「緑のカーテン」を広く区民に周知し、楽しみながら継続的に取り組

める地球温暖化対策として、栽培方法などを習得する講習会を開催しました。 

４月 13日 （土） 大田文化の森           参加者 90人 

４月 19日 （金） 消費者生活センター   参加者 60人 

【緑化普及講座】 

○ハーブやキッチンガーデンなどの身近なみどりをテーマに、幅広く区民の方にみどりに親しん

でいただき、緑のまちづくりを進めていくために開催しました。 

５月18日 (土)   池上会館           参加者86人 

６月８日 （土）  消費者生活センター 参加者89人 

【緑の講演会】 

○みどりの効用と、草木の育成・栽培方法等について学ぶ機会を区民に提供しました。 

６月 25日（火） 区民ホールアプリコ  参加者 117人 

共催：大田区、大田区緑化推進協議会 

【第 10回おおた住まいづくりフェア内事業】 

○18 色の緑づくり、生垣造成制度等のパネル展示、助成制度のパンフレット配布による紹介を

行いました。気軽にできる園芸体験コーナー等、環境にかかわる啓発等を行いました。 

11月 17日（日） 大田区産業プラザ PiO 参加者 60人 

○緑や花があふれる暮らしのコーナー 

・18色の緑づくり、緑化助成制度等 PRコーナー 

・園芸相談コーナー 

【コアジサシ保護活動】 

○絶滅の恐れのある渡り鳥「コアジサシ」の保護活動を進める NPOと連携して、森ヶ崎水再生セ

ンターの屋上にある営巣地の整備や観察会、活動を報告する講演会を実施しました。 

・コアジサシ観察会   ６月15日（土）  雨天中止  ６月23日 （日） 参加者139人 

・コアジサシ講演会   12月８日（日）  区民ホールアプリコ 参加者92人 

・コアジサシ営巣地整備 ３月28日（土）、３月29日 （日）ともに、新型コロナウィルス感染症

の影響で中止 

 

＜循環型社会の構築＞ 

【ＯＴＡふれあいフェスタ】 

○ごみ減量・循環型社会への理解・協力を求めるため、ＯＴＡふれあいフェスタにおいて「清掃・

リサイクルコーナー」を設置しました。 

・ごみ・３Rのゲーム 

・スケルトン清掃車へのごみ積み込み体験 

・清掃事業紹介パネルの展示 

・地球にやさしいまちづくりポスターの展示 

＜担当部＞環境清掃部 

「第 19回エコフェスタワンダーランド in六郷」の模様 
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Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進  

③ 自然観察会の実施 ☆ 

(事業概要) 

NPO との連携も含め、区内の自然環境の理解・保護のための自然観察会を実施します。 

(内容)  

○「アオスジアゲハを探しにいこう！」田園調布せせらぎ公園内の自然とふれあいながら、チョ

ウ（アオスジアゲハ）やサナギ、卵を探してその生態を学びました。 

６月 23日（日） 参加者 314EBA 

○「コアジサシ観察会」昭和島にある森ヶ崎水再生センター屋上で、絶滅のおそれのある渡り鳥

「コアジサシ」の子育てを観察しました。 

６月 15日（土） 雨天中止  ６月 23日（日） 参加者 139人 

○「トワイライト探検隊」夜の本門寺公園でセミの羽化やコウモリを観察しました。 

７月 27日（土） 参加者 33人  ８月３日（土）  参加者 29人 

○「川と干潟のみち 干潟の生き物とふれあおう！」大師橋干潟で干潟に暮らす生き物の観察を

しました。 

８月 18日（日） 参加者 14人 

＜担当部＞環境清掃部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進 

④ 自然体験学習の推進 ☆ 

(事業概要) 

伊豆高原（小５）、とうぶ（小６）、野辺山（中１）の移動教室での活動事例をまとめた「自然

体験プログラム」を基に、学習ガイドを作成し、自然体験活動の一層の充実を図ります。 

(内容)  

○移動教室を通じて、児童・生徒が豊かな環境の中で自然に親しむとともに、集団生活のあり方

や公衆道徳について体験・学習できるよう、自然体験活動推進委員会を開催し、「自然体験プロ

グラム」を基に、伊豆高原、とうぶ、野辺山の学習ガイドを作成し活用しました。 

＜担当部＞教育総務部 

 

 

 

 

 

自然観察会（トワイライト探検隊） 
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Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進  

⑤ 学校教育における環境教育の推進 ☆ 

(事業概要) 

各学校の実態等に応じて環境保全への取組みを進めます。また、各教科等の指導において環境教

育を進めます。 

(内容)  

○東京都教育委員会が作成した環境教育掲示用教材、解説書、ワークシートを活用し、各学校の

実態に応じた取組みを実施しました。 

○社会科・理科の指導において地球温暖化についての学習を継続的に行い、児童・生徒が二酸化

炭素（CO2）の排出量削減に向けて取り組む態度を育成しました。 

※各教科等の指導における取組み例 

・「ごみ・資源」、「自然・生命」、「エネルギー・地球温暖化」等に関する内容について、各教科等

において環境教育を実施しました。 

※学校での主な取組み 

【赤松小】 小学校動物飼育推進校（モルモットの飼育） 

【大森第五小】 ブルートライアングルプロジェクト 

【大森第六中】 洗足池水質浄化、ホタル復活プロジェクト、大岡山駅前花壇整備活動、農援隊

による活動等幅広い環境教育を ESD 教育の視点で展開 

【馬込東中】 アルミ缶回収運動（リヤカーで町内巡り、アルミ缶つぶし） 

＜担当部＞教育総務部 

Ｆ-1 環境マインドを持つ人材の育成 （2）環境学習・環境教育の推進  

⑥ 地域活動の担い手の育成 ☆ 

(事業概要) 

おおた地域力発見倶楽部の発行や NPO・区民活動フォーラムの開催を通じて、地域活動等の紹介

を行い、区民へ活動に向けた意識啓発を行います。 

(内容)  

【生涯学習情報紙「ＷａＫｕＷａＫｕおおた」】 

〇 区民が様々な活動に参加するきっかけづくりの一環として、区内で行われる講座・イベント

情報を掲載したタブロイド版を令和元年度から発行し、広く区民へ情報提供を行いました。年

２回（９月、１月、各 12 万部）発行し、新聞折込みで区内施設に配布しました。 

〇タブロイド版の発行に伴い、令和元年８月から「おおた地域力発見ガイド+生涯学習ガイド「わ

くわく」を、「生涯学習情報ガイド「ＷａＫｕＷａＫｕおおた」」へ名称変更しました。区主催

のイベントを中心に冊子にまとめ、広報を行いました（年３回（４、８、１２月）発行、各 800

部、配布方法 区内施設ほか。なお、３回発行のうち４月号は「おおた地域力発見ガイド+生涯

学習ガイド「わくわく」」として発行。）。 

〇地域環境への理解を深めるための事業（大田区の自然観察会、コアジサシ営巣地整備、エコフ

ェスタワンダーランド）を掲載しました。 

【NPO・区民活動フォーラム】  

○２月９日（日)、池上会館本館で開催しました。 

○大田区社会福祉協議会との共催による参加団体の拡充や、生涯学習のつどい、地域力応援基金

助成事業の公開プレゼンテーションの実施など内容の充実を図るとともに会場を変更しまし

た。 
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Ｆ-2 多様な主体が参加できるネットワークづくり （1）地域活動団体の支援 

① 地域活動団体への支援 

(事業概要) 

協働推進講師の派遣、地域力応援基金を活用した団体への助成、区民活動情報サイト（オーちゃ

んネット）の運用などを通じて、地域活動団体を支援し地域力を高めます。 

(内容)  

【協働推進講師派遣】 

○区民活動団体の要望に基づく講師の派遣（１回、コーディネーター養成講座修了者）、自治

会・町会など地縁団体からの要望に基づき事業の企画等を支援（１回、久が原地区）したこ

とにより、地域活動へ支援を行いました。 

【スタートアップ助成の募集・実施】 

○新規募集（申請数８件）を行い、近所の公園で自然遊びなどを通じてコミュニケーションを

図る事業等、４事業に助成したほか、平成 30年度からの継続事業７事業に助成しました。 

【ステップアップ助成の募集・実施】 

○新規募集（申請数９件）を行い、絵本の中に出てくる楽器を子供たちと作り参加型のコンサ

ートを実施する事業等、７事業に助成したほか、平成 30年度からの継続事業８事業に助成し

ました。 

【チャレンジプラス助成の募集・実施】 

○「（仮称）「おおた健康プロジェクト」を推進する事業」のテーマで採択した３事業に助成

しました。 

【区民活動情報サイト（オーちゃんネット）の運用】 

○区民活動データベースの構築・運営 

オーちゃんネットへの登録団体が 718団体となりました。（前年度比 14団体増） 

このうち、「くらし・環境」分野に関する活動を行う団体が 199団体あります。 

○地域ごとに情報を提供 

オーちゃんネット（Webサイト）による発信のほか、mics（ミックス）おおたでは、活動団体

の情報をプリントアウトし、活動分野別に閲覧できるようにしています。 

＜担当部＞地域力推進部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体験コーナー、展示、お楽しみショー等による連携・協働の活動成果の発表や模擬店など、延

べ 52の区民活動団体（内、オーちゃんネットの「くらし・環境」分野の登録団体は 20団体）

が様々な形態で参加しました。 

○延べ 1,500人の来場がありました。 

＜担当部＞地域力推進部 
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Ｆ-3 学習・情報発信・活動のための基盤づくり （1）環境活動拠点の整備 

①（仮称）おおたエコプラザの開設 

(事業概要) 

区有施設等の有効活用を図りながら、大田区の環境情報の発信・共有、区民等や事業者による環

境学習・環境関連活動のための拠点空間を整備します。 

(内容)  

〇本庁舎２階の環境啓発コーナーを活用し、大田区の環境保全の取組みや環境情報をパネル展

示し紹介するとともに、普及啓発事業等のチラシ・リーフレットを配布しました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｆ-3 学習・情報発信・活動のための基盤づくり （2）環境情報の収集・提供 

① 区民等が保有する環境情報の収集 

(事業概要) 

大田区が実施する環境イベント等で、アンケートなどにより、参加区民等が保有する環境情報を

収集するとともに、日常的に広く情報収集するための仕組みの整備を検討します。 

(内容)  

○緑のカ－テン講習会では、緑のカーテンを作ることにより、緑いっぱいの窓辺を楽しむ暮らし

とともに、体感温度を低くする効果等について情報提供しました。また、ゴーヤ等の適切な育

成方法を教え、参加者からの質問・相談に対して講師からアドバイスしました。 

○講習会等についてのアンケートを取り、職員で情報共有するとともに、次回以降にも活かすよ

うにしました。 

＜担当部＞環境清掃部 

 

Ｆ-3 学習・情報発信・活動のための基盤づくり （2）環境情報の収集・提供 

② 環境白書等による環境情報の提供 

(事業概要) 

環境白書「大田区の環境」による大田区環境基本計画の実績報告のほか、区ホームページ、イベ

ント等の機会を活用して環境情報を提供します。 

(内容)  

○平成 30年度大田区環境基本計画に基づく実績報告として、「大田区の環境」を１月に発行し

ました。 

＜担当部＞環境清掃部 
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※は単年度の指標です。進捗率は元年度実績／目標値（令和３年度）の単年度計算による算定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 A 環境と産業の調和の実現と好循環の創出 

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 

部局 

①商店街における街灯のLED化の取組み[累

計] 

31 商店街 

（22年度） 
110商店街 

115 

商店街 
94.0％ 

産業 

経済部 

②環境保全技術分野の新製品・新技術コン

クール受賞数［／年・（）内は累計］ 

大田区中小事業者が開発した優れた新製品

や新技術を表彰する「新製品・新技術コン

クール」において、環境技術に関わる案件

は、令和元年度は 1件でした。 

２件 

（27年度） 

１件
※
 

（４件） 

２件
※
 

（12件） 

50％
※

（33.3％） 

産業 

経済部 

③海外からの団体視察受入数[／年] 
14 団体 

（27年度） 
15 団体

※
 15 団体

※
 100.0％

※
 

産業 

経済部 

環境基本計画（後期）進捗管理指標一覧 
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基本目標Ｂ 快適で安全な暮らしの実現  

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 

部局 

①道路沿道測定局の二酸化窒素環境基準達成率
※1 

66.7％ 

(22年度) 
100％ 100％ 100％ 

環境 

清掃部 

 

②道路交通騒音の環境基準達成率※２ 

基準年 77.1％に対し令和元年度実績は 77.0％

でした。測定結果をもとに管理者に要望を行い

状況改善に向けた取組みを継続します。 

77.1％ 

(27年度) 
77.0％ 100％ -0.4％ 

環境 

清掃部 

③一般環境測定局の二酸化窒素環境基準達成率

の維持 

100％ 

(22年度) 
100％ 100％ 100％ 

環境 

清掃部 

④航空機騒音の環境基準達成の維持 
100％ 

(27年度) 
100％ 100％ 100％ 

環境 

清掃部 

⑤光化学スモッグ通報の発令回数 

基準年５回に対し令和元年度の発令回数は２回

でした。光化学スモッグの発生は気象条件など

広域的な要因もあり、東京都と連携した取組み

も進めていきます。 

５回 

(22年度) 
２回 ０回 60.0％ 

環境 

清掃部 

⑥呑川（山野橋・底層）の溶存酸素量※３ 

基準年 0.7mg/L に対し、令和元年度実績は

0.6mg/L でした。溶存酸素量を増やして水質を

良好にするため、平成 26年６月に大平橋付近の

スカム発生抑制装置を更新・機能強化し、稼働

しています。 

0.7mg/L 

(27年度) 
0.6mg/L 2.0mg/L -7.7％ 

環境 

清掃部 

 

環境基準とは 

 環境基本法により国が定めています。大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音について、人の健

康や生活環境を守るために、「維持されることが望ましい基準」のことを言います。 

 

※１ 道路沿道測定局の二酸化窒素環境基準達成率：二酸化窒素の環境基準*を達成した道路沿道測定局

３局の割合 

※２ 道路交通騒音の環境基準達成率：定点で昼夜ともに基準値以下と推計される戸数割合 

※３ 呑川（山野橋・底層）の溶存酸素量：年 12回の水質測定結果の年度平均値 
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基本目標 C 低炭素社会の構築 

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 

部局 

①大田区の温室効果ガス排出量 

 

3,261 千 

t-CO2 

（20年度） 

3,117 千 

t-CO2 

（29年度） 

3,138 千 

t-CO2 
（令和元年

度） 

68.3％ 
環境 

清掃部 

②区民一人当たりの温室効果ガス排出量 
4.72 

t-CO2/人 
（20年度） 

4.39 

t-CO2/人 
（29年度） 

4.47 

t-CO2/人 
（令和元年

度） 

132.0％ 
環境 

清掃部 

③大田区のエネルギー消費量 
37,506 TJ 

（20年度） 

31,663 TJ 

（29年度） 

30,829 TJ 

（令和元年

度） 

87.5％ 
環境 

清掃部 

④区民一人あたりのエネルギー消費量 

54.3 

GJ/人 

（20年度） 

43.8 

GJ/人 

（29年度） 

44.0 

GJ/人 

（令和元年

度） 

102.2％ 
環境 

清掃部 

⑤住宅用太陽光発電システムの設置件数［累

計］ 
975件 

(22年度) 
4,110 件 

3,400 件 
（令和 2年

度） 

129.3％ 
環境 

清掃部 

⑥区有施設の再生可能エネルギー設備等導入

件数［累計］ 

15 施設 

（27年度） 
21 施設 18 施設 200.0％ 

企画 

経営部 

都市基盤

整備部 

⑦庁有車の低公害車導入率 

基準年度65.4%に対して令和元年度実績は57.0%とな

り、進捗率は△73.0%となりますが、この実績及び進

捗率の算定にあたっては、清掃事業用車両が含まれ

ています。当該車両は東京二十三区清掃一部事務組

合（以下、「清掃一組」）の指定のものの導入が必要と

され、この指定車両に低公害車対象ではない車両が

含まれることから、実績の低迷、進捗率の未達成につ

ながっています。清掃一組指定車両を算定から除外

すると、区保有車両計 60 台、うち低公害車 46 台と

なり、実績 76.7%、進捗率 98.3%となり、目標進捗率

に近い導入状況が図られていると考えられます。 

65.4％ 

（27年度） 
57.0％ 

76.9％ 

（令和 2年

度） 

-73.0％ 
環境 

清掃部 

⑧屋上緑化・壁面緑化の実施件数 

30 年度に調査実施 

3,189 件
（100,907

㎡） 
（21年度） 

3,652 件
（137,384

㎡） 
（30年度） 

3,500 件
（111,000㎡） 
（31年度） 

104.3％ 

（123.8％） 

まち 

づくり 

推進部 
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基本目標 D 自然共生社会の構築 

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 
部局 

①コアジサシを知っている区民の割合 

29 年度に実施した「大田区政に関する世論調
査」では 30.9％の方が「知っている」との回答
がありました。 

34.1％ 

(22年度) 

30.9％ 

（29年度） 
50.0％ -20.1％ 

環境 

清掃部 

②アオスジアゲハを見たことのある区民の割合 － 
20.6％ 

（29年度） 
50.0％ 41.2％ 

環境 

清掃部 

③自然環境調査に参加する区民の数［／年］ 
194人 

(22年度) 
169人 300人 -23.6％ 

環境 

清掃部 

④自然観察会の参加者数（応募者数）［／年］ 

55 人 

（155 人） 

（27年度） 

107人 

（373 人） 

100人
 

（200 人） 
115.6％ 

環境 

清掃部 

⑤「緑の多さに満足している」と答えた区民の
割合 

54.4％ 
（20年度） 

58.7％ 

65.0％ 
（令和 2年

度） 

40.6％ 
環境 

清掃部 

⑥緑被率 

30 年度に調査実施 

20.5％ 
（21年度） 

18.3％ 
（30年度） 

20.9％ 
（令和 2年

度） 

87.7％ 
まち 

づくり 

推進部 

⑦空港臨海部埋立地での新たな公園・緑地の整
備量［累計］ 

基準年以降新たに取組んだ整備量です。基準年
０haに対し令和元年度までの累計実績 8.0haで
した。 

０ha 
（21年度） 

8.0ha 
5.0ha 

（令和 2年

度） 

160.0％ 
都市基盤

整備部 

⑧直径 40cm 以上の樹木の本数（公園・緑地、街
路樹を除く） 

30 年度に調査実施 

10,224本 
（21年度） 

8,531 本 
（30年度） 

1 2 ,5 0 0 本 
（32年度） 

68.2％ 
まち 

づくり 

推進部 

⑨暮らしを支える身近な公園の充足率 97.0％ 
（20年度） 

97.0％ 
98.0％ 

（令和 2年

度） 

0.0% 
都市基盤

整備部 

⑩洗足池に集う野鳥の種類 

３年に１回の調査のため、次回調査は令和 4 年
度の予定です。 

21 種※4 

(22年度) 
30 種 

38 種 

（30年度） 
52.9％ 

環境 

清掃部 

⑪生物多様性に配慮した管理方法を取り入れる
公園の数［累計］ 

基準年以降新たに取組んだ公園数です。基準年
０箇所に対して 28 年度までの累計実績６箇所
でした。 

０箇所 

(22年度) 
７箇所 10 箇所 70.0％ 

環境 

清掃部 
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⑫ビオトープづくり等に取り組む区民活動団体
数［累計］ 

６団体 

(22年度) 
９団体 10 団体 75.0％ 

環境 

清掃部 

 

⑬公共施設緑化実績 

（学校緑化実績含む）［累計］ 

18,187 m2 

（27年度） 
23,497m2 19,400 m2 437.8％ 

企画 

経営部 

※４  専門調査機関による調査 

 

 

基本目標 E 循環型社会の構築 

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 

部局 

①区民１人１日あたりのごみと資源の総量※5 
658g 

（27年度） 
631g 651g 103.2％ 

環境 

清掃部 

②区民１人１日あたりの区収集ごみ量※6 518g 
（27年度） 

497g 494g 99.4％ 
環境 

清掃部 

 

※５ 区が収集した家庭ごみと区が回収した資源の総量を区民１人１日あたりの量に換算したもの 

  （事業者が自主回収した資源は除く。） 

※６ 区が収集した家庭ごみの総量を区民１人１日あたりの量に換算したもの 
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基本目標 F 持続可能な地域づくりのための学習と参加の場の創出 

進捗管理指標 
基準 

（22 年度） 
令和元年度
実績 

目標値 
（令和３ 
年度） 

進捗率 
担当 

部局 

①環境マイスター養成講座修了者数 

［／年・（ ）内は累計］ 

17 人 

（27年度） 

８人
※
 

（66人） 

20 人
※
 

（110 人） 

40.0％
※
 

（60.0％） 

環境 

清掃部 

②環境学習・講座の開催数、参加者数［／年］ 

６回 

385人 

（27年度） 

９回 

553人 

10 回 

500人 

75.0％ 

(146.0％) 

環境 

清掃部 

③エコフェスタワンダーランドの開催校以外の

参加者率 （アンケート調査による） 
－ 

 

67.5％ 

 

50％ 135.0％ 
環境 

清掃部 

④ふれあいパーク活動団体数 

基準年 126 団体に対して令和元年度実績 124 団

体でした。関係部局が 18色の緑づくり事業など

と連携して推進していきます。 

126団体 

(22年度) 

124団体 

 

170団体 
（32年度） 

-4.5％ 
都市基盤

整備部 

⑤区民活動情報サイト（オーちゃんネット）のく

らし・環境関連登録団体数 

100団体 

(22年度) 
199団体 200団体 99.0％ 

地域力推

進部 

⑥（仮称）おおたエコプラザの整備 

立地やコンセプトについて検討しました。 

未整備 

(22年度) 

 

未整備 

 

整備 － 
環境 

清掃部 


